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諮問庁：内閣総理大臣 

諮問日：令和５年１２月２５日（令和５年（行情）諮問第１１９０号及び同第

１１９２号）及び令和６年２月２８日（令和６年（行情）諮問第１

８５号） 

答申日：令和７年１１月２１日（令和７年度（行情）答申第６００号、同第６

０２号及び同第６０５号） 

事件名：「３文書や防衛力の抜本的強化について」の議論に関し行政文書ファ

イル等につづられた文書の一部開示決定に関する件 

    「３文書や防衛力の抜本的強化について」の議論に関し行政文書ファ

イル等につづられた文書の一部開示決定に関する件 

    「３文書や防衛力の抜本的強化について」の議論に関し行政文書ファ

イル等につづられた文書のうち特定の開示決定等で「残りの部分」

とされた文書等の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別紙の１（１）及び（２）に掲げる各文書（以下、順に「本件請求文書

１」及び「本件請求文書２」という。）の各開示請求に対し、別紙の３に

掲げる７９８文書（以下、順に「文書１」ないし「文書７９８」といい、

併せて「本件対象文書」という。）を特定し、その一部を不開示とし、別

紙の１（３）に掲げる文書（以下「本件請求文書３」といい、本件請求文

書１及び本件請求文書２と併せて「本件請求文書」という。）の開示請求

につき、本件対象文書の一部を不開示とした各決定について、諮問庁が本

件請求文書２につき別紙の４に掲げる文書を追加して特定し、開示決定等

をすべきとしていることについては、本件請求文書１につき、本件対象文

書を特定したこと及び本件請求文書２につき、別紙の４に掲げる文書を追

加して特定し、開示決定等をすべきとしていることは妥当であるが、別表

２に掲げる部分を開示すべきである。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し、令和５年８月２５日付け閣安保第４０

２号及び同第４０４号並びに同年１１月１５日付け同第５１４号により、

国家安全保障局長（以下「処分庁」という。）が行った各一部開示決定

（以下、順に「原処分１」ないし「原処分３」といい、併せて「原処分」

という。）について、その取消しを求める。 
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２ 審査請求の理由 

審査請求人の主張する審査請求の理由は、審査請求書によると、おおむ

ね以下のとおりである。 

（１）審査請求書１（原処分１について） 

ア 一部に対する不開示決定の取消し。 

記載された内容を精査し、支障が生じない部分については開示すべ

きである。 

   イ 不開示箇所の特定を求める。 

     「一部」という表現では、具体的な箇所を知ることができない。こ

れでは総務省情報公開・個人情報保護審査会の審議において意見を

申し立てるに当たって具体的な箇所の特定に支障が生じるものであ

る。またこのような表現では、交付された複写に本来不開示とされ

ていない箇所に誤って被膜が施されても審査請求人は確認すること

ができない。更に「情報公開事務処理の手引き」（平成３０年１０

月 総務省行政管理局情報公開・個人情報保護推進室）が、「部分

開示（部分不開示）の範囲（量）が明確になるように開示を実施す

る必要がある」（２４頁）と定めており、「部分開示（部分不開示）

の範囲（量）が明確」になっているかを確認する上でも不開示箇所

の具体的な特定が求められる。 

ウ 他に文書がないか確認を求める。 

開示請求者は確認するすべがないので、念のため確認を求める次第

である。 

（２）審査請求書２（原処分２について） 

  ア 上記（１）アと同旨。 

  イ 上記（１）イと同旨。 

ウ 上記（１）ウと同旨。 

（３）審査請求書３（原処分３について） 

   ア 上記（１）アと同旨。 

   イ 上記（１）イと同旨。 

   ウ 電磁的記録についても特定を求める。 

     電磁的記録が特定されていない文書について、その特定を求める。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 本件審査請求の趣旨について 

（１）原処分１について（令和５年諮問第１１９０号） 

本件は、審査請求人が行った本件請求文書１に係る行政文書開示請求

に対して、処分庁において、令和５年１月１９日付け閣安保第３３号に

より法１１条の規定（開示決定等の期限の特例）を適用した上、令和５

年２月２０日付け閣安保第１０２号により本件開示請求に係る行政文書
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のうちの相当の部分について開示決定を行い、さらに、令和５年８月２

５日付け閣安保第４０２号により残りの行政文書について原処分１を行

ったところ、審査請求人から、「一部に対する不開示決定の取消し。」、

「不開示箇所の特定を求める。」及び「他に文書がないか確認を求め

る。」といった趣旨の審査請求が提起されたものである。 

（２）原処分２について（令和５年諮問第１１９２号） 

本件は、審査請求人が行った本件請求文書２に係る行政文書開示請求

に対して、処分庁において、令和５年３月３０日付け閣安保第１６３号

により法１１条の規定（開示決定等の期限の特例）を適用した上、令和

５年５月１日付け閣安保第２１２号により本件開示請求に係る行政文書

のうち相当の部分について開示決定を行い、さらに、令和５年８月２５

日付け閣安保第４０４号により残りの行政文書について原処分２を行っ

たところ、審査請求人から、「一部に対する不開示決定の取消し。」、

「不開示箇所の特定を求める。」及び「他に文書がないか確認を求め

る。」といった趣旨の審査請求が提起されたものである。 

（３）原処分３について（令和６年諮問第１８５号） 

本件は、審査請求人が行った本件請求文書３に係る行政文書開示請求

に対して、処分庁において、令和５年６月１３日付け閣安保第２７３号

により法１１条の規定（開示決定等の期限の特例）を適用した上、令和

５年７月１８日付け閣安保第３３４号により本件開示請求に係る行政文

書のうちの相当の部分について開示決定を行い、さらに、令和５年１１

月１５日付け閣安保第５１４号により残りの行政文書について原処分３

を行ったところ、審査請求人から、「一部に対する不開示決定の取消

し。」、「不開示箇所の特定を求める。」及び「電磁的記録についても

特定を求める。」といった趣旨の審査請求が提起されたものである。 

２ 原処分の妥当性について 

処分庁においては、原処分において、別紙の３に掲げる本件対象文書を

特定した上、不開示箇所について適正に判断したと認められるところであ

る。 

また、処分庁において、本件各審査請求を受けて、改めて対象文書を探

索の上、行政文書の特定を再度実施したが、原処分で特定した行政文書以

外に本件各開示請求に該当する行政文書を保有しているとは認められない。 

以上の点から、原処分は妥当である。 

３ 審査請求人の主張について 

（１）原処分１について 

   ア 「一部に対する不開示決定の取消し。」との点については、「記録

された内容を精査し、支障が生じない部分については開示すべきで

ある。」旨主張している。 
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しかしながら、処分庁においては、上記２のとおり本件対象文書の

不開示箇所について適正に判断したと認められるところである。 

イ 「不開示箇所の特定を求める。」との点については、「「一部」と

いう表現では、具体的な箇所を知ることができない。これでは総務省

情報公開・個人情報保護審査会の審議において意見を申し立てるに当

たって具体的な箇所の特定に支障が生じるものである。またこのよう

な表現では、交付された複写に本来不開示とされていない箇所に誤っ

て被膜が施されても審査請求人は確認することができない。更に「情

報公開事務処理の手引」（平成３０年１０月 総務省行政管理局情報

公開・個人情報保護推進室）が、「部分開示（部分不開示）の範囲

（量）が明確になるように開示を実施する必要がある」（２４頁）と

定めており、「部分開示（部分不開示）の範囲（量）が明確」になっ

ているかを確認する上でも不開示箇所の具体的な特定が求められる。」

旨主張している。 

しかしながら、処分庁においては、上記２のとおり本件対象文書の

不開示箇所について適正に判断したと認められるところである。 

ウ 「他に文書がないか確認を求める。」との点については、「開示請

求者は確認するすべがないので、念のため確認を求める次第である。」

旨主張している。 

しかしながら、上記２のとおり、処分庁において、改めて対象文書

を探索の上、行政文書の特定を再度実施したが、原処分１で特定し

た行政文書以外に本件開示請求に該当する行政文書を保有している

とは認められない。 

（２）原処分２について 

ア 上記（１）アと同旨。 

  イ 上記（１）イと同旨。 

   ウ 上記（１）ウと同旨（ただし、「原処分１」とあるのは「原処分２」

と読み替える。）。 

（３）原処分３について 

  ア 上記（１）アと同旨。 

  イ 上記（１）イと同旨。 

  ウ 「電磁的記録についても特定を求める。」との点については、「電

磁的記録が特定されていない文書について、その特定を求める。」旨

主張している。 

しかしながら、上記２のとおり、処分庁においては、本件開示請求

に対して、原処分３のとおり特定文書を適正に特定している。また、

本件審査請求を受け、処分庁において改めて対象文書を探索したが、

原処分３で特定した紙媒体の行政文書以外の対象文書の存在は確認
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できなかったとのことであり、処分庁において、原処分３において

特定文書を適正に特定していると認められるところである。 

４ 結語 

以上のとおり、原処分維持が適当であると考える。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は、本件各諮問事件について、以下のとおり、併合し、調査審

議を行った。 

① 令和５年１２月２５日  諮問の受理（令和５年（行情）諮問第１

１９０号及び同第１１９２号） 

② 同日          諮問庁から理由説明書を収受（同上） 

③ 令和６年１月１９日   審議（同上） 

④ 同年２月２８日     諮問の受理（令和６年（行情）諮問第１

８５号） 

⑤ 同日          諮問庁から理由説明書を収受（同上） 

⑥ 同年３月１９日     審議（同上） 

⑦ 令和７年１１月１７日  委員の交代に伴う所要の手続の実施、令

和５年（行情）諮問第１１９０号、同第

１１９２号及び令和６年（行情）諮問第

１８５号の併合、本件対象文書の見分並

びに審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件各開示請求について 

本件各開示請求は、本件請求文書の開示を求めるものであり、処分庁は、

本件請求文書１ないし本件請求文書３の各開示請求につき、本件対象文書

を特定し、別表１のとおり、その一部を法５条１号、２号イ、３号、４号、

５号及び６号に該当するとして不開示とする原処分を行った。 

  これに対し、審査請求人は、原処分１及び原処分２について、文書の追

加特定を求めるとともに、原処分１ないし原処分３について、不開示部分

の開示を求めており、諮問庁は、原処分を妥当としていることから、以下、

本件対象文書の見分結果を踏まえ、本件対象文書の特定の妥当性及び不開

示部分の不開示情報該当性について検討する。 

２ 本件対象文書の特定の妥当性（原処分１及び原処分２）について 

（１）原処分１及び原処分２に係る本件対象文書の特定について、当審査会

事務局職員をして諮問庁に確認させたところ、諮問庁から次のとおり説

明があった。 

ア 本件請求文書１に係る文書の特定について 

本件開示請求書には、令和４年１２月１６日に行われた岸田元内閣

総理大臣の記者会見の発言内容が掲載されている首相官邸ウェブサ
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イトのページの一部を印刷したものとみられる資料が添付されてい

ることから、請求文言にいう「３文書や防衛力の抜本的強化につい

て」とは、同日に閣議決定された「国家安全保障戦略について」、

「国家防衛戦略について」及び「防衛力整備計画について」（以下

「３文書」という。）を指すものであると解した。 

本件開示請求は、同日までの３文書の策定に向けた議論に関する文

書等の開示を求めているものと解し、別紙の２に掲げる文書（以下

「先行開示文書」という。）につき先行開示決定を行い、別紙の３

に掲げる本件対象文書を特定し、原処分１を行った。 

イ 本件請求文書２に係る文書の特定について 

（ア）本件開示請求文言にいう「閣安保第１０２号」とは、本件請求文

書１の開示請求に対する処分庁の先行開示決定である。 

本件開示請求は、本件請求文書１の開示請求に係る先行開示決定

で開示された先行開示文書を除く残りの文書と解し、本件対象文書

を特定し、文書１につき先行開示決定を行い、文書２ないし文書７

９８につき原処分２を行った。 

   （イ）本件審査請求を受け、諮問庁において再度探索を行ったところ、

本件請求文書２に該当する文書として、別紙の４に掲げる２文書に

ついても、開示請求の対象として特定すべき文書として確認された

ため、追加して特定し、開示決定等をすることとする。 

   ウ なお、別紙の４に掲げる文書を本件請求文書２に該当する文書とし

て追加して特定することに伴い、念のため、関係部署において改め

て探索を行ったが、先行開示文書、本件対象文書及び別紙の４に掲

げる文書の外に本件請求文書に該当する文書は確認されなかった。 

（２）当審査会事務局職員をして、「新たな国家安全保障戦略等の策定」に

係る国家安全保障会議及び意見交換会について、首相官邸のウェブサイ

トを確認させたところ、本件各開示請求時点における国家安全保障会議

については、令和３年１１月２６日、同年１２月２８日、令和４年１月

２８日、同年４月８日、同月２５日、同年６月２日、同月１４日、同年

７月２５日、同年８月２４日、同月３０日、同年９月２日、同年１０月

１３日、同月３１日、同年１１月１０日、同月２４日、同年１２月５日、

同月７日、同月１４日及び同月１６日に開催され、意見交換会について

は、令和４年１月２６日（第１回）、同年２月２日（第２回）、同月７

日（第３回）、同月１６日（第４回）、同月２８日（第５回）、同年３

月７日（第６回）、同月２８日（第７回）、同年４月４日（第８回）、

同月２５日（第９回）、同年５月１６日（第１０回）、同月３０日（第

１１回）、同年６月２０日（第１２回）、同年７月６日（第１３回）、

同月１１日（第１４回）、同月１９日（第１５回）、同月２２日（第１
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６回）及び同月２５日（第１７回）に開催されたものと認められる。 

（３）当審査会において、別紙の４に掲げる文書を確認したところ、本件請

求文書２に該当する文書と認められる。 

上記（１）ウの探索状況を踏まえると、先行開示文書、本件対象文書

及び別紙の４に掲げる文書の外に本件請求文書１及び本件請求文書２に

該当する文書は保有していないとする諮問庁の上記（１）の説明に特段

不自然、不合理な点は認められない。 

他に本件請求文書１及び本件請求文書２に該当する文書の存在をうか

がわせる事情も認められないことからすると、国家安全保障局において、

先行開示文書、本件対象文書及び別紙の４に掲げる文書の外に各開示請

求の対象として特定すべき文書を保有しているとは認められない。 

したがって、本件請求文書１につき、本件対象文書を特定したこと及

び本件請求文書２につき、別紙の４に掲げる文書を追加して特定し、開

示決定等すべきとしていることは、妥当である。 

３ 不開示部分の不開示情報該当性について  

（１）別表１の番号１に掲げる不開示部分について 

当該不開示部分には、政府関係者の非公表の直通電話番号、携帯電話

番号、内線番号及びメールアドレス等が記載されていることが認められ

る。 

当該不開示部分は、これを公にすることにより、いたずらや偽計等に

使用され、国の機関が必要とする緊急の連絡や部外との連絡に支障を来

すなど、国の機関の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認

められるので、法５条６号柱書きに該当し、不開示としたことは妥当で

ある。 

 （２）別表１の番号２に掲げる不開示部分について 

当該不開示部分には、国家安全保障局職員の職員番号（ＩＤ）が記載

されていることが認められる。 

ア 当該部分を不開示とする理由について、当審査会事務局職員をして

諮問庁に確認させたところ、諮問庁から次のとおり説明があった。 

当該職員ＩＤについては、当該部署に配置された者のみに与えられ

るものである。 

当該職員ＩＤを公にした場合、国家安全保障局が保有する端末やサ

ーバーへのログインを容易ならしめるおそれがあり、いたずらや偽

計等による業務妨害や不正アクセスを助長することにもなりかねず、

国家安全保障局の業務の遂行に支障が生じるおそれがあることから、

不開示とした。 

イ 当該不開示部分は、これ公にすることにより、いたずらや偽計等に

使用されるとともに、不正アクセスを助長するおそれがあり、国家安
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全保障局職員の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある旨の諮

問庁の説明に、不自然、不合理な点は認められず、これを覆すに足り

る事情も認められない。 

したがって、当該不開示部分は、法５条６号柱書きに該当し、不開

示としたことは妥当である。 

（３）別表１の番号３に掲げる不開示部分について 

当該不開示部分には、質問議員の質問の趣旨や理由など公表されてい

ない議員の活動に関する情報が記載されていると認められる。 

ア 当該部分を不開示とする理由について、当審査会事務局職員をして

諮問庁に確認させたところ、諮問庁は、次のとおり説明した。 

当該不開示部分は、質問議員とのやり取りや議員事務所から公開を

前提とせず入手した内容であり、これを一方的に公にすると、質問

議員との信頼関係が損なわれ、国会質問対応等に必要な情報の取得

が困難になるなど、今後の国会関連業務全般の適正な遂行に支障を

及ぼすおそれがあることから、不開示とした。 

イ 当該不開示部分は、これを公にすることにより、質問議員との信頼

関係が損なわれ、今後の国会関連業務全般の適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがある旨の上記アの諮問庁の説明は否定することはできず、

これを覆すに足りる事情も認められない。 

したがって、当該不開示部分は、法５条６号柱書きに該当し、同条

１号について判断するまでもなく、不開示としたことは妥当である。 

（４）別表１の番号４に掲げる不開示部分について 

当該不開示部分には、国家安全保障会議の開催場所が記載されている

ことが認められる。 

当該不開示部分は、これを公にすることにより、我が国の安全保障に

関する重要事項を審議する会議の今後の開催場所が推察され、敵対する

勢力等による妨害や対抗措置を講ずることを容易ならしめるなど、国家

安全保障会議の開催に支障を来し、ひいては国の安全が害されるおそれ

があると行政機関の長が認めることにつき相当の理由があると認められ

るので、法５条３号に該当し、不開示としたことは妥当である。 

（５）別表１の番号５に掲げる不開示部分について 

当該不開示部分には、官邸等の政府庁舎の執務区画に関する情報が具

体的に記載されていることが認められる。 

当該不開示部分は、これを公にすることにより、官邸等の政府庁舎内

において我が国の安全保障に関する重要事項等を検討する会議室等の執

務室の構成や配置を推察することが可能となり、敵対する勢力等による

妨害や対抗措置を講ずることを容易ならしめ、我が国の安全が害される

おそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由があると認
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められるので、法５条３号に該当し、同条６号について判断するまでも

なく、不開示としたことは妥当である。 

（６）別表１の番号６に掲げる不開示部分について 

当該不開示部分には、当該文書の取扱区分等が記載されていることが

認められる。 

当該不開示部分は、これを公にすることにより、国家安全保障会議の

各回の議事内容の秘匿度等が明らかとなり、同会議の議題や日程等の公

開された情報と照合することによって、我が国の安全保障上の関心事項、

情報収集能力等が推察されるなど、国の安全が害されるおそれがあると

行政機関の長が認めることにつき相当の理由があると認められるので、

法５条３号に該当し、不開示としたことは妥当である。 

（７）別表１の番号７に掲げる不開示部分について 

当該不開示部分には、公にしていない政府内の連絡手段に関する情報

が記載されていることが認められる。 

ア 当該部分を不開示とする理由について、当審査会事務局職員をして

諮問庁に確認させたところ、諮問庁から次のとおり説明があった。 

当該不開示部分は、公にしていない国家安全保障局における連絡手

段の取扱いや設置場所に関する情報であり、これを公にすれば、政

府内の連絡手段が推察され、敵対する勢力による妨害や対抗措置を

容易ならしめ、政府関係者間の連絡が途絶されるおそれがあること

から不開示とした。 

イ 当該不開示部分を公にすることにより、政府内の緊急事態に対する

連絡手段が明らかとなり、敵対する勢力等による妨害や対抗措置を講

ずることを容易ならしめ、政府関係者の連絡が途絶されるなどのおそ

れがあるとする上記アの諮問庁の説明は首肯できる。 

したがって、当該不開示部分は、これを公にすることにより、政府

内の業務に支障が生じ、ひいては、国の安全が害されるおそれがあ

ると行政機関の長が認めることにつき相当の理由があると認められ

るので、法５条３号に該当し、同条６号について判断するまでもな

く、不開示としたことは妥当である。 

（８）別表１の番号８に掲げる不開示部分について 

当該不開示部分には、国家安全保障会議における具体的な議事内容が

それぞれ記載されていることが認められる。 

当該不開示部分は、これを公にすることにより、我が国の安全保障に

関する情報関心、情報収集能力等が推察され、国の安全が害されるおそ

れ及び他国等との信頼関係が損なわれるおそれがあると行政機関の長が

認めることにつき相当の理由があると認められるので、法５条３号に該

当し、同条５号について判断するまでもなく、不開示としたことは妥当
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である。 

（９）別表１の番号９に掲げる不開示部分について 

当該不開示部分には、新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識

者との意見交換会における有識者の発言内容の詳細が記載されているこ

とが認められる。 

ア 当該部分を不開示とした理由について、当審査会事務局職員をして

諮問庁に確認させたところ、諮問庁から次のとおり説明があった。 

本件意見交換会は、新たな国家安全保障戦略等の策定に向け、有識

者から知見を伺うために非公開を前提として行われたものであり、

検討内容の詳細、出席した有識者の発言内容及び有識者が作成・配

布した資料等については対外公表をしていない。 

当該不開示部分は、新たな国家安全保障戦略等の策定に関わる具体

的な検討内容及び有識者の見解に関する情報であり、これを公にす

れば、国家安全保障上の関心事項等が推察され、敵対する勢力等に

よる妨害や対抗措置を講ずることを容易ならしめ、国の安全が害さ

れるおそれがあり、また検討の経緯や未成熟な検討内容が明らかと

なることで、今後の同種の意見交換会等において参加する有識者が

率直な意見をちゅうちょし、自由かっ達な議論に支障を来すなど、

政府部内の率直な意見交換が不当に損なわれるおそれがあることか

ら不開示とした。 

イ 当審査会事務局職員をして首相官邸ウェブサイトを確認させたとこ

ろ、当該意見交換会は、新たな国家安全保障戦略等の策定に資するた

め、有識者の忌たんのない意見を求めることを目的に非公開で開催さ

れ、その議事要旨は、発言者名を付さない議事概要が掲載されている

ことが認められる。 

意見交換会の開催趣旨、運営方法及び有識者が作成した資料を用い

て発言していることを踏まえれば、当該不開示部分のうち、別表２

の番号１に掲げる部分を除く部分については、これを公にすること

により、特定の有識者の具体的な発言内容や検討段階の未成熟な情

報等が明らかとなり、将来の同種の意見交換会等に参加する有識者

が率直な意見をちゅうちょし、自由かっ達な議論に支障を来すなど、

政府部内の率直な意見交換が不当に損なわれるおそれがある旨の上

記アの諮問庁の説明は否定し難い。 

よって、当該不開示部分は、法５条５号に該当し、同条３号につい

て判断するまでもなく、不開示としたことは妥当である。 

ウ しかしながら、別表２の番号１に掲げる部分については、原処分に

おいて既に開示されている部分から容易に推測できる内容が記載され

ていることから、当該部分を公にしたとしても、国家安全保障上の関
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心事項等が推察され、敵対する勢力等による妨害や対抗措置を講ずる

ことを容易ならしめ、国の安全が害されるおそれがあるとは認められ

ない。また、参加する有識者の率直な意見交換が不当に損なわれるお

それがあるとは認められないことから、当該不開示部分は法５条３号

及び５号のいずれにも該当せず、開示すべきである。 

（１０）別表１の番号１０に掲げる不開示部分について 

当該不開示部分には、意見交換会に出席した特定の有識者に関する情

報（氏名、肩書、生年、現住所、電話番号、メールアドレス、謝金振込

口座、車両情報、学歴及び職歴等）、有識者の随行者に関する情報（氏

名、肩書及び携帯電話番号）及び国家安全保障局の職員の氏名が記載さ

れていることが認められる。 

   ア 特定の有識者の氏名及び肩書について 

     当該不開示部分には、有識者の氏名及び肩書が記載されている。 

（ア）当該部分を不開示とした理由について、当審査会事務局職員をし

て諮問庁に確認させたところ、諮問庁から次のとおり説明があった。 

      当該有識者は、意見交換への参加を対外的に公にしないとしてお

り、今後も公表する予定はない。当該不開示部分は、個人に関する

情報であって、特定の個人を識別することができることから、法５

条１号に該当するため不開示とした。 

   （イ）当該有識者会議は、内閣官房ウェブサイトにおいて、開催状況及

び出席者等の情報が掲載されていることから、当審査会事務局職員

をして、当該情報を確認させたところ、不開示とした有識者の情報

については記載されていないことが認められる。 

（ウ）当該不開示部分は、法５条１号本文前段に規定する個人に関する

情報であって、特定の個人を識別することができるものに該当し、

同号ただし書イないしハのいずれにも該当する事情は認められない。

また、当該部分は、個人識別部分であり、法６条２項による部分開

示の余地はない。 

したがって、当該不開示部分は、法５条１号に該当し、不開示と

したことは妥当である。 

   イ 特定の有識者に関する情報（氏名及び肩書を除く。）について 

     当該不開示部分のうち、別表２の番号２に掲げる部分を除く部分に

ついては、いずれも法５条１号本文前段の個人に関する情報であっ

て、同号ただし書イないしハに該当する事情は認められず、さらに、

個人識別部分に該当すると認められることから、法６条２項による

部分開示の余地はなく、同号に該当し、不開示としたことは妥当で

ある。 

しかしながら、別表２の番号２に掲げる部分については、当審査会
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事務局職員をして確認させたところ、当該特定有識者が所属する研

究所等のウェブサイト上に同旨の情報が掲載されていると認められ

ることから、当該部分は慣行として公にされ、又は公にすることが

予定されている情報であると認められ、法５条１号ただし書イに該

当し、同号に該当しないため、開示すべきである。 

   ウ 特定有識者の随行者に関する情報について 

当該不開示部分には、特定有識者の随行者の氏名、肩書及び携帯電

話番号が記載されていると認められる。 

当該不開示部分は、法５条１号本文前段に規定する個人に関する情

報であり、特定の個人を識別することができるものであると認めら

れる。 

法５条１号ただし書該当性について検討すると、当該情報について

は、諮問庁において、公表した事実はなく、将来的に公表する予定

もないとのことであることから、法令の規定により又は慣行として

公にされ、又は公にすることが予定されている情報とはいえず、同

号ただし書イに該当するとは認められない。また、同号ただし書ロ

及びハに該当する事情も存しない。 

次に、法６条２項による部分開示の可否について検討すると、これ

らの情報は、特定の個人を識別することができる情報であるから、

部分開示の余地はない。 

したがって、当該不開示部分については、法５条１号の不開示情報

に該当すると認められるので、不開示としたことは妥当である。 

   エ 国家安全保障局の職員の氏名について 

当該不開示部分には、国家安全保障局の職員の氏名が記載されてい

る。 

当該不開示部分は、法５条１号本文前段に規定する個人に関する情

報であり、特定の個人を識別することができるものであると認めら

れる。 

そこで、法５条１号ただし書該当性について、当審査会事務局職員

をして諮問庁に確認させたところ、記載された職員は、補助的業務

に従事する非常勤職員であるため、氏名を不開示としたとのことで

ある。 

この点について、当審査会において諮問庁から提供を受けた職員の

配置に係る資料を確認したところ、当該部分に氏名が記載された職

員は、いずれも補助的業務に従事する非常勤職員であると認められ

る。 

そうすると、補助的業務に従事する非常勤職員の氏名は、「各行政

機関における公務員の氏名の取扱いについて」（平成１７年８月３
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日、情報公開に関する連絡会議申合せ。）の下での氏名の公表対象

から除外されており、一般に公表されていない情報であるため、当

該部分は、法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にす

ることが予定されている情報であるとは認められないことから、法

５条１号ただし書イに該当せず、同号ただし書ロ及びハに該当する

事情も認められない。 

さらに、当該部分は、個人識別部分に該当すると認められることか

ら、法６条２項による部分開示の余地はなく、法５条１号に該当し、

同条６号について判断するまでもなく、不開示としたことは妥当で

ある。 

（１１）別表１の番号１１に掲げる不開示部分について 

当該不開示部分には、有識者の氏名及び欠席理由が記載されている。 

ア 当該部分を不開示とした理由について、当審査会事務局職員をして

諮問庁に確認させたところ、諮問庁から次のとおり説明があった。 

当該有識者の氏名及び欠席理由については、特定の個人を識別する

情報であり、公にしていないことから、不開示とした。 

   イ 当該不開示部分は、特定の個人の氏名と当該個人に係る情報が記載

され、法５条１号本文前段の個人に関する情報であって、特定の個

人を識別することができるものに該当すると認められる。 

     当該有識者は、新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者会

議の構成員であると認められるところ、当該会議を欠席した有識者

の氏名及び欠席理由については公にしていない旨の諮問庁の説明に

ついて、これを覆すに足りる事情は認められないことから、同号た

だし書イに該当せず、同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認め

られない。 

法６条２項による部分開示の検討を行うと、氏名については、個人

識別部分であることから、同項による部分開示の余地はなく、その

余の部分は、これを公にすると、関係者等一定の者には当該個人を

特定することが可能となり、当該個人の権利利益を害するおそれが

ないとは認められないので、同項による部分開示はできない。 

したがって、当該不開示部分は法５条１号に該当し、不開示とした

ことは妥当である。 

（１２）別表１の番号１２に掲げる不開示部分について 

当該不開示部分には、特定の政党事務所の担当者氏名が記載されてい

る。 

当該不開示部分は、法５条１号本文前段に規定する個人に関する情報

であって、特定の個人を識別することができるものに該当し、同号ただ

し書イないしハのいずれにも該当する事情は認められない。また、当該
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部分は、個人識別部分であり、法６条２項による部分開示の余地はない。 

したがって、当該不開示部分は、法５条１号に該当し、不開示とした

ことは妥当である。 

（１３）別表１の番号１３に掲げる不開示部分について 

当該不開示部分には、特定政党又は議員事務所の電話番号、内線番号、

ＦＡＸ番号及びメールアドレスが記載されている。 

当審査会事務局職員をしてウェブサイトを確認させたところ、別表２

の番号３に掲げる部分を除く部分については、一般に公開されていない

情報であると認められる。 

そうすると、当該部分のうち、別表２の番号３に掲げる部分を除く部

分については、これを公にすることにより、当該法人等の権利、競争上

の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる。 

したがって、当該部分は、法５条２号イに該当し、不開示としたこと

は妥当である。 

他方、別表２の番号３に掲げる部分は、特定政党の代表番号であり、

ウェブサイトで公表されており、当該番号を公にしても、特定政党の権

利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められ

ない。 

したがって、当該番号は、法５条２号イに該当せず、開示すべきであ

る。 

（１４）別表１の番号１４に掲げる不開示部分について 

当該不開示部分には、内閣情報調査室職員の氏名が記載されている。 

ア 当該不開示部分について、当審査会事務局職員をして諮問庁に確認

させたところ、諮問庁から次のとおり説明があった。 

内閣情報調査室は、内閣官房組織令４条に基づき、内閣の重要政策

に関する情報の収集及び分析その他の調査に関する事務等をつかさ

どる組織であり、同室の課長相当職未満の職員の氏名については、

慣行として公表していない。 

当該職員の氏名を公にすることにより、当該職員が特定され、当該

職員本人やその家族に危険が及び、また情報を得ようとする者から

当該職員に不当な働き掛けが行われるなど、同室が行う事務の適正

な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、ひいては国の安全が害される

おそれがあることから不開示とした。 

イ 内閣情報調査室職員の職務の特殊性に鑑みれば、当該部分を公にす

ると、当該職員が特定され、当該職員本人やその家族に危険が及び、

その職務に支障を及ぼすおそれがあるとする上記アの諮問庁の説明は

特段不自然、不合理とはいえず、これを否定することはできない。 

したがって、当該部分は、これを公にすることにより、内閣情報調
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査室の職務に支障を及ぼすおそれがあり、ひいては国の安全が害さ

れるおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由が

あると認められることから、法５条３号に該当し、同条６号につい

て判断するまでもなく、不開示としたことは妥当である。 

（１５）別表１の番号１５に掲げる不開示部分について 

当該不開示部分には、公にされていない警察庁の職員の氏名が記載さ

れている。 

ア 当該部分を不開示とした理由について、当審査会事務局職員をして

諮問庁に確認させたところ、諮問庁から次のとおり説明があった。 

警察庁においては、警部及び同相当職以下の職にある職員の氏名は

慣行として公とされていない。当該部分に記載されている職員は、

いずれも警部及び同相当職以下の職にあるため、公表慣行がない。 

また、当該部分に記載されている職員は、これまでに様々な警察業

務に従事した経験を有し、今後も様々な警察業務に従事する可能性

があることから、その職員の氏名が公になると、これを手掛かりと

して、反社会勢力等が何らかの有益な情報を得ようとする、又は都

合の悪い施策や法案の企画・立案を妨害する目的で職員に接近又は

職員を懐柔しようとすることが考えられるほか、当該職員やその家

族への攻撃等も予想される。 

よって、警察業務に支障が生じるおそれや個人の権利利益が侵害さ

れるおそれがあるため、当該警察職員の氏名を不開示とした。 

イ 警察業務の特殊性に鑑みれば、公表慣行がない警部及び同相当職以

下の職にある警察庁の職員の氏名を公にすることにより、警察活動に

対する妨害、当該職員本人及び家族に対する攻撃等が予想されるなど

の上記アの諮問庁の説明は、特段不自然、不合理とはいえず、これを

否定することはできない。 

したがって、当該部分は、これを公にすることにより、犯罪の予防、

鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそ

れがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由があると認

められるので、法５条４号に該当し、同条１号について判断するま

でもなく、不開示としたことは妥当である。 

（１６）別表１の番号１６に掲げる不開示部分について 

当該不開示部分には、国家安全保障戦略、国家防衛戦略及び防衛力整

備計画に関する政府部内における検討段階の情報が記載されていること

が認められる。 

ア 当該部分を不開示とした理由について、当審査会事務局職員をして

諮問庁に確認させたところ、諮問庁から次のとおり説明があった。 

  当該部分は、我が国の国家安全保障戦略等に関する政府部内におけ
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る検討段階の情報が記載されており、これを公にすることにより、我

が国の国家安全保障戦略等に関して、安全保障上の関心事項や課題等

が推察され、我が国と敵対する勢力等がこれを把握することで妨害行

為や対抗措置を容易ならしめ、ひいては国の安全が害されるおそれが

ある。また、仮に当該部分が開示されることとなれば、特定の政策課

題に関する政府全体の検討経過等が網羅的に明らかとなり、ひいては

今後の国家安全保障に関する政府の業務の遂行に支障を生じるおそれ

があることから不開示とした。 

イ 当審査会において当該不開示部分を見分したところ、国家安全保障

戦略等に関する政府内における具体的な協議・検討内容が記載されて

いることが認められる。 

  我が国の国家安全保障の重要性に鑑みると、これを公にすることに

より、我が国の安全保障上の情報関心や情報収集能力等が推察され、

敵対する勢力等からの妨害や対抗措置を容易ならしめ、国の安全が害

されるおそれがある旨の上記アの諮問庁の説明は首肯できる。 

したがって、当該部分は、これを公にすることにより、国の安全が

害されるおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理

由があると認められることから、法５条３号に該当し、同条５号及

び６号について判断するまでもなく、その全部を不開示としたこと

は妥当である。 

（１７）別表１の番号１７に掲げる不開示部分について 

当該不開示部分には、国家安全保障戦略、国家防衛戦略及び防衛力整

備計画に関する骨子及び案文並びに関係省庁の意見等が記載されている

ことが認められる。 

ア 当該部分を不開示とした理由について、当審査会事務局職員をして

諮問庁に確認させたところ、諮問庁から次のとおり説明があった。 

当該不開示部分は、国家安全保障局において作成した国家安全保障

戦略等に関する骨子及び案文並びに関係省庁の意見等が記載されて

おり、その内容は、協議中の段階のものであり、確定したものでは

ない。したがって、そのような性質からすると、これを公にすれば、

関係省庁間において検討中の未成熟な検討内容が明らかになり、今

後の同種の文書の策定作業において政府部内での自由かっ達な議論

に支障を来すなど、国の機関内部における率直な意見の交換又は意

思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱

を生じさせるおそれがあるため、不開示とした。 

   イ これを検討するに、当該部分を公にすると、関係省庁間において検

討していた未成熟な検討内容が明らかになり、国の機関内部におけ

る率直な意見の交換又は意思決定の中立性が損なわれるおそれがあ
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るとする旨の上記アの諮問庁の説明に不自然、不合理な点は認めら

れない。 

したがって、当該部分は、法５条５号に該当し、同条３号及び６号

について判断するまでもなく、不開示としたことは妥当である。 

（１８）別表１の番号１８に掲げる不開示部分について 

当該文書には、他国に係る情勢判断及び防衛構想に関する情報が記載

されていることが認められる。 

当該部分は、これを公にすることにより、自衛隊の情勢判断及び防衛

構想が推察され、防衛省・自衛隊の任務の効果的な遂行に支障を生じさ

せ、ひいては国の安全が害されるおそれがあると行政機関の長が認める

ことにつき相当の理由があると認められるので、法５条３号に該当し、

同条５号について判断するまでもなく、不開示としたことは妥当である。 

（１９）別表１の番号１９に掲げる不開示部分について 

当該各文書は、新たな国家安全保障戦略等の策定のために作成された

文書であり、政府部内の検討の経緯及び協議内容等の詳細が記載されて

いることが認められる。 

ア 当該各文書を不開示とする理由について、当審査会事務局職員をし

て諮問庁に確認させたところ、諮問庁から次のとおり説明があった。 

当該各文書は、新たな国家安全保障戦略等の策定のための政府内の

検討及び協議に関連する公にすることを前提としない文書であり、

戦略の策定に向けた検討の経緯、協議内容及びそれらの内容の推認

を可能とする情報が記載されている。 

これらを公にした場合、我が国の安全保障上の関心事項、情報収集

能力等が推察されることとなり、敵対する勢力等からの妨害や対抗

措置を容易ならしめ、国の安全が害されるおそれ及び他国又は国際

機関との交渉上の不利益を被るおそれがあるとともに、政府内の検

討の経緯や未成熟な検討内容が明らかとなり、今後の同種の検討に

おける率直な意見交換に支障を来すおそれがあるため不開示とした。 

イ 当該各文書は、国の機関の内部における検討及び協議に関連する文

書であって、これを公にすることにより、新たな国家安全保障等の検

討の経緯等や未成熟な検討内容が明らかとなり、将来の同種の検討作

業において政府部内での自由かっ達な議論に支障を来すなどの上記ア

の諮問庁の説明は首肯できる。 

したがって、当該各文書は、法５条５号に該当し、同条３号につい

て判断するまでもなく、その全部を不開示としたことは妥当である。 

（２０）別表１の番号２０に掲げる不開示部分について 

当該各文書は、国家安全保障会議における席上回収資料であると認め

られる。 
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当該各文書は、当該国家安全保障会議の議事内容と密接に関連した資

料と認められるので、同議事内容とあいまって、これを公にすることに

より、我が国の安全保障に関する情報関心、情報収集能力等が推察され、

国の安全が害されるおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相

当の理由があると認められるので、その全体が法５条３号に該当し、同

条５号について判断するまでもなく、その全部を不開示としたことは妥

当である。 

（２１）別表１の番号２１に掲げる不開示部分について 

当該文書は、国家安全保障会議の幹事会における席上回収資料であり、

これらの会議における具体的な検討、協議の内容について推認が可能と

なる情報等が記載されていることが認められる。 

当該文書は、国の機関の内部における審議、検討又は協議に関する情

報であって、これを公にすることにより、今後同種の検討作業において

政府部内での自由かっ達な議論に支障を来す等、率直な意見の交換若し

くは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあると認められるこ

とから、その全体が法５条５号に該当し、同条３号について判断するま

でもなく、その全部を不開示としたことは妥当である。 

５ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人のその他の主張は、当審査会の上記判断を左右するものでは

ない。 

６ 本件各一部開示決定の妥当性について 

以上のことから、本件請求文書１及び本件請求文書２の各開示請求に対

し、本件対象文書を特定し、その一部を法５条１号、２号イ、３号、４号、

５号及び６号に該当するとして不開示とし、本件請求文書３の開示請求に

つき、本件対象文書の一部を同条１号、２号イ、３号、４号、５号及び６

号に該当するとして不開示とした各決定について、諮問庁が本件請求文書

２につき、別紙の４に掲げる文書を追加して特定し、開示決定等すべきと

していることについては、国家安全保障局において、先行開示文書、本件

対象文書及び別紙の４に掲げる文書の外に開示請求の対象として特定すべ

き文書を保有しているとは認められないので、本件請求文書１につき、本

件対象文書を特定したこと及び本件請求文書２につき、別紙の４に掲げる

文書を追加して特定し、開示決定等すべきとしていることは妥当であり、

本件対象文書につき不開示とされた部分のうち、別表２に掲げる部分を除

く部分は、同条１号、２号イ、３号、４号、５号及び６号柱書きに該当す

ると認められるので、不開示としたことは妥当であるが、別表２に掲げる

部分は、同条１号、２号イ、３号及び５号のいずれにも該当せず、開示す

べきであると判断した。 

（第２部会） 
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委員 武藤京子、委員 佐藤郁美、委員 寺田麻佑  
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別紙 

１ 本件請求文書 

（１）本件請求文書１ 「３文書や防衛力の抜本的強化について」（令和４年

１２月１６日岸田内閣総理大臣記者会見）の議論に関し

て行政文書ファイル等に綴られた文書の全て。【裏面を

ご参照下さい】 

（２）本件請求文書２ 「３文書や防衛力の抜本的強化について」（令和４年

１２月１６日岸田内閣総理大臣記者会見）の議論に関し

て行政文書ファイル等に綴られた文書の全てのうち閣安

保第１０２号で「残りの部分」とされた全て、及び本件

請求の後に行政文書ファイル等に綴られた文書の全て。 

（３）本件請求文書３ 「３文書や防衛力の抜本的強化について」（令和４年

１２月１６日岸田内閣総理大臣記者会見）の議論に関し

て行政文書ファイル等に綴られた文書の全てのうち閣安

保第２１２号で「残りの部分」とされた全て、及び本件

請求の後に行政文書ファイル等に綴られた文書の全て。 

 

２ 先行開示文書 

  内閣官房長官会見発言要領（令和３年１０月１５日） 

 

３ 本件対象文書 

文書１ 内閣官房長官会見発言要領（令和３年１０月１７日） 

文書２ 内閣官房長官会見発言要領（令和３年１１月８日） 

文書３ 内閣官房長官会見応答要領（令和３年１１月１９日） 

文書４ 内閣官房長官会見発言要領（令和３年１２月２日） 

文書５ 内閣官房長官会見発言要領（令和３年１２月２０日） 

文書６ 内閣官房長官会見発言要領（令和４年２月１０日） 

文書７ 内閣官房長官会見発言要領（令和４年３月２８日） 

文書８ 内閣官房長官会見発言要領（令和４年８月１２日） 

文書９ 内閣官房長官会見発言要領（令和４年９月２日） 

文書１０ 内閣官房長官会見発言要領（令和４年１０月４日） 

文書１１ 内閣官房長官会見発言要領（令和４年１０月７日）（時事） 

文書１２ 内閣官房長官会見発言要領（令和４年１０月７日）（朝日） 

文書１３ 内閣官房長官会見発言要領（令和４年１０月１８日） 

文書１４ 内閣官房長官会見発言要領（令和４年１０月２１日） 

文書１５ 内閣官房長官会見発言要領（令和４年１０月２３日） 

文書１６ 内閣官房長官会見発言要領（令和４年１１月１日） 

文書１７ 内閣官房長官会見発言要領（令和４年１１月２１日） 
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文書１８ 内閣官房長官会見発言要領（令和４年１１月２８日） 

文書１９ 内閣官房長官会見発言要領（令和４年１２月８日） 

文書２０ 内閣官房長官会見発言要領（令和４年１２月９日） 

文書２１ 国会答弁資料（令和３年１２月１０日）参・本会議 野上浩太

郎議員 対総理問１６ 

文書２２ 国会答弁資料（令和３年１２月１０日）参・本会議 小林正夫

議員 対総理問１１ 

文書２３ 国会答弁資料（令和３年１２月１４日）衆・予算委 逢坂誠二

議員 対総理問７ 

文書２４ 国会答弁資料（令和３年１２月１５日）衆・予算委 前原誠司

議員 対総理想定問５ 

文書２５ 国会答弁資料（令和３年１２月１７日）参・予算委 山本香苗

議員 対総理問６ 

文書２６ 国会答弁資料（令和３年１２月１７日）参・予算委 山本香苗

議員 対官房長官問２ 

文書２７ 国会答弁資料（令和３年１２月１７日）参・予算委 山本香苗

議員 対大臣問２ 

文書２８ 国会答弁資料（令和４年１月１９日）衆・本会議 泉健太議員 

対総理問２１ 

文書２９ 国会答弁資料（令和４年１月１９日）衆・本会議 梶山弘志議

員 対総理問３ 

文書３０ 国会答弁資料（令和４年１月２１日）参・本会議 宇都隆史議

員 対総理問１４ 

文書３１ 国会答弁資料（令和４年１月２１日）参・本会議 宇都隆史議

員 対大臣問１ 

文書３２ 国会答弁資料（令和４年１月２４日）衆・予算委 宮澤博行議

員 対総理問２ 

文書３３ 国会答弁資料（令和４年１月２４日）衆・予算委 宮澤博行議

員 対総理問３ 

文書３４ 国会答弁資料（令和４年１月２４日）衆・予算委 泉健太議員 

対総理想定問２０ 

文書３５ 国会答弁資料（令和４年１月２５日）衆・予算委 前原誠司議

員 対総理想定問１７ 

文書３６ 国会答弁資料（令和４年１月２５日）衆・予算委 前原誠司議

員 対総理想定問１８ 

文書３７ 国会答弁資料（令和４年１月２６日）衆・予算委 穀田惠二議

員 対総理問１ 

文書３８ 国会答弁資料（令和４年１月２６日）衆・予算委 穀田惠二議
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員 対総理問２ 

文書３９ 国会答弁資料（令和４年１月２６日）衆・予算委 中谷真一議

員 対総理問４ 

文書４０ 国会答弁資料（令和４年１月２８日）衆・予算委 重徳和彦議

員 対大臣問３ 

文書４１ 国会答弁資料（令和４年１月３１日）衆・予算委 城井崇議員 

対総理問１ 

文書４２ 国会答弁資料（令和４年１月３１日）衆・予算委 城井崇議員 

対大臣問１ 

文書４３ 国会答弁資料（令和４年１月３１日）衆・予算委 城井崇議員 

対大臣想定問２ 

文書４４ 国会答弁資料（令和４年２月７日）衆・予算委 後藤祐一議員 

対総理想定問４ 

文書４５ 国会答弁資料（令和４年２月７日）衆・予算委 後藤祐一議員 

対大臣想定問２ 

文書４６ 国会答弁資料（令和４年２月７日）衆・予算委 後藤祐一議員 

対総理想定問５ 

文書４７ 国会答弁資料（令和４年２月９日）衆・内閣委 浅野哲議員 

対大臣問１ 

文書４８ 国会答弁資料（令和４年２月１６日）衆・予算委 小山展弘議

員 対大臣問１ 

文書４９ 国会答弁資料（令和４年２月１７日）衆・予算委第１分科会 

末松義規議員 対大臣問２ 

文書５０ 国会答弁資料（令和４年２月１７日）衆・予算委第１分科会 

末松義規議員 対大臣問３ 

文書５１ 国会答弁資料（令和４年２月１７日）衆・予算委第１分科会 

末松義規議員 対大臣問５ 

文書５２ 国会答弁資料（令和４年２月１８日）衆・予算委 岩屋毅議員 

対総理問６ 

文書５３ 国会答弁資料（令和４年２月１８日）衆・予算委 玄葉光一郎

議員 対総理問４ 

文書５４ 国会答弁資料（令和４年２月２４日）参・予算委 小西洋之議

員 対総理問７ 

文書５５ 国会答弁資料（令和４年２月２８日）参・予算委 佐藤正久議

員 対総理問８ 

文書５６ 国会答弁資料（令和４年２月２８日）参・予算委 佐藤正久議

員 対官房長官問４ 

文書５７ 国会答弁資料（令和４年２月２８日）参・予算委 田島麻衣子
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議員 対総理問６ 

文書５８ 国会答弁資料（令和４年２月２８日）参・予算委 田島麻衣子

議員 対大臣問２ 

文書５９ 国会答弁資料（令和４年２月２８日）参・予算委 鈴木宗男議

員 対総理問９ 

文書６０ 国会答弁資料（令和４年３月１日）参・予算委 小西洋之議員 

対大臣問１ 

文書６１ 国会答弁資料（令和４年３月１日）参・予算委 小西洋之議員 

対大臣問２ 

文書６２ 国会答弁資料（令和４年３月２日）参・予算委 山添拓議員 

対総理問５ 

文書６３ 国会答弁資料（令和４年３月２日）参・予算委 山添拓議員 

対政府参考人問５ 

文書６４ 国会答弁資料（令和４年３月２日）参・予算委 山添拓議員 

対大臣問１ 

文書６５ 国会答弁資料（令和４年３月２日）参・予算委 石井苗子議員 

対総理問６ 

文書６６ 国会答弁資料（令和４年３月２日）参・予算委 佐藤啓議員 

対官房長官問１ 

文書６７ 国会答弁資料（令和４年３月８日）衆・本会議 美延映夫議員 

対官房長官問４ 

文書６８ 国会答弁資料（令和４年３月８日）参・内閣委 柴田巧議員 

対官房長官問２ 

文書６９ 国会答弁資料（令和４年３月８日）参・内閣委 柴田巧議員 

対政府参考人問２ 

文書７０ 国会答弁資料（令和４年３月８日）参・内閣委 礒﨑哲史議員 

対大臣問１ 

文書７１ 国会答弁資料（令和４年３月８日）参・外防委 音喜多駿議員 

対大臣問１ 

文書７２ 国会答弁資料（令和４年３月８日）参・外防委 音喜多駿議員 

対大臣問２ 

文書７３ 国会答弁資料（令和４年３月８日）参・外防委 高橋光男議員 

対政府参考人問６ 

文書７４ 国会答弁資料（令和４年３月８日）参・予算委 小西洋之議員 

対大臣問２ 

文書７５ 国会答弁資料（令和４年３月８日）参・予算委 小西洋之議員 

対大臣問３ 

文書７６ 国会答弁資料（令和４年３月８日）参・外防委 武見敬三議員 
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対大臣問２ 

文書７７ 国会答弁資料（令和４年３月９日）参・予算委 小沼巧議員 

対大臣問１ 

文書７８ 国会答弁資料（令和４年３月９日）衆・財金委 赤木正幸議員 

対政府参考人問 

文書７９ 国会答弁資料（令和４年３月１０日）参・予算委 松川るい議

員 対大臣問１ 

文書８０ 国会答弁資料（令和４年３月１０日）参・予算委 松川るい議

員 対大臣問４ 

文書８１ 国会答弁資料（令和４年３月１０日）参・予算委 松川るい議

員 対大臣問５ 

文書８２ 国会答弁資料（令和４年３月１０日）衆・安保委 國場幸之助

議員 対大臣問１ 

文書８３ 国会答弁資料（令和４年３月１１日）衆・外務委 穀田恵二議

員 対副大臣問１ 

文書８４ 国会答弁資料（令和４年３月１１日）衆・外務委 穀田恵二議

員 対副大臣問２ 

文書８５ 国会答弁資料（令和４年３月１４日）参・予算委 青山繁晴議

員 対総理問１ 

文書８６ 国会答弁資料（令和４年３月１４日）参・予算委 青山繁晴議

員 対政府参考人問 

文書８７ 国会答弁資料（令和４年３月１４日）参・予算委 青山繁晴議

員 対政府参考人問１ 

文書８８ 国会答弁資料（令和４年３月１５日）参・財金委 浜田聡議員 

対政府参考人問４－１ 

文書８９ 国会答弁資料（令和４年３月１５日）参・財金委 浜田聡議員 

対政府参考人問４－３ 

文書９０ 国会答弁資料（令和４年３月１５日）衆・安保委 美延映夫議

員 対政府参考人問 

文書９１ 国会答弁資料（令和４年３月１５日）衆・安保委 玄葉光一郎

議員 対大臣想定問８ 

文書９２ 国会答弁資料（令和４年３月１５日）衆・安保委 玄葉光一郎

議員 対大臣想定問９ 

文書９３ 国会答弁資料（令和４年３月１５日）衆・安保委 玄葉光一郎

議員 対大臣想定問１０ 

文書９４ 国会答弁資料（令和４年３月１５日）衆・安保委 徳永久志議

員 対大臣問１０ 

文書９５ 国会答弁資料（令和４年３月１５日）衆・安保委 徳永久志議
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員 対政務官・政府参考人問４ 

文書９６ 国会答弁資料（令和４年３月１６日）参・外防委 音喜多駿議

員 対大臣問１ 

文書９７ 国会答弁資料（令和４年３月１６日）参・外防委 音喜多駿議

員 対大臣問５ 

文書９８ 国会答弁資料（令和４年３月１７日）衆・本会議 青柳仁士議

員 対総理問１ 

文書９９ 国会答弁資料（令和４年３月１８日）参・本会議 音喜多駿議

員 対大臣問３ 

文書１００ 国会答弁資料（令和４年３月１８日）参・予算委 田島麻衣

子議員 対大臣問２ 

文書１０１ 国会答弁資料（令和４年３月２４日）参・外防委 伊波洋一

議員 対大臣問８ 

文書１０２ 国会答弁資料（令和４年３月２４日）参・外防委 伊波洋一

議員 対大臣問１２ 

文書１０３ 国会答弁資料（令和４年３月２４日）参・外防委 伊波洋一

議員 対政府参考人問２ 

文書１０４ 国会答弁資料（令和４年３月２４日）参・外防委 音喜多駿

議員 対政府参考人問１ 

文書１０５ 国会答弁資料（令和４年３月２４日）参・外防委 音喜多駿

議員 対政府参考人問２ 

文書１０６ 国会答弁資料（令和４年３月２４日）参・外防委 音喜多駿

議員 対政府参考人問３ 

文書１０７ 国会答弁資料（令和４年３月２４日）参・外防委 田島麻衣

子議員 対副長官問 

文書１０８ 国会答弁資料（令和４年３月２４日）参・外防委 田島麻衣

子議員 対大臣問１１ 

文書１０９ 国会答弁資料（令和４年３月２４日）参・外防委 田島麻衣

子議員 対大臣問１２ 

文書１１０ 国会答弁資料（令和４年３月２９日）参・内閣委 古賀友一

郞議員 対副長官問１ 

文書１１１ 国会答弁資料（令和４年３月２９日）参・内閣委 古賀友一

郞議員 対政府参考人問１ 

文書１１２ 国会答弁資料（令和４年３月３１日）参・外防委 音喜多駿

議員 対政府参考人問１ 

文書１１３ 国会答弁資料（令和４年３月３１日）参・外防委 音喜多駿

議員 対政府参考人問２ 

文書１１４ 国会答弁資料（令和４年３月３１日）参・外防委 音喜多駿
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議員 対政府参考人問３ 

文書１１５ 国会答弁資料（令和４年３月３１日）衆・本会議 藤田文武

議員 対総理問１・２ 

文書１１６ 国会答弁資料（令和４年４月６日）衆・内閣委 塩川鉄也議

員 対総理問１ 

文書１１７ 国会答弁資料（令和４年４月８日）衆・拉致特委 笠井亮議

員 対官房長官問２ 

文書１１８ 国会答弁資料（令和４年４月１２日）参・外防委 井上哲士

議員 対副長官問１ 

文書１１９ 国会答弁資料（令和４年４月１２日）参・外防委 井上哲士

議員 対副長官問２ 

文書１２０ 国会答弁資料（令和４年４月１２日）参・外防委 井上哲士

議員 対大臣問１ 

文書１２１ 国会答弁資料（令和４年４月１２日）参・外防委 井上哲士

議員 対大臣問２ 

文書１２２ 国会答弁資料（令和４年４月１２日）衆・本会議 藤巻健太

議員 対総理問９ 

文書１２３ 国会答弁資料（令和４年４月１３日）参・本会議 宇都隆史

議員 対総理問２ 

文書１２４ 国会答弁資料（令和４年４月１３日）参・本会議 宇都隆史

議員 対小林大臣問２ 

文書１２５ 国会答弁資料（令和４年４月１３日）参・本会議 柴田巧議

員 対総理問２ 

文書１２６ 国会答弁資料（令和４年４月１３日）衆・外務委 岡田克也

議員 対大臣・政府参考人問６ 

文書１２７ 国会答弁資料（令和４年４月１５日）参・本会議 小野田紀

美議員 対総理問１ 

文書１２８ 国会答弁資料（令和４年４月１５日）参・本会議 大塚耕平

議員 対総理問６ 

文書１２９ 国会答弁資料（令和４年４月２１日）衆・沖北特委 伊東良

孝議員 対政務官問 

文書１３０ 国会答弁資料（令和４年４月２６日）衆・安保委 篠原豪議

員 対大臣・政府参考人問６ 

文書１３１ 国会答弁資料（令和４年４月２６日）衆・安保委 篠原豪議

員 対大臣問６ 

文書１３２ 国会答弁資料（令和４年４月２６日）衆・安保委 篠原豪議

員 対大臣問７ 

文書１３３ 国会答弁資料（令和４年４月２６日）衆・安保委 太栄志議
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員 対大臣問６ 

文書１３４ 国会答弁資料（令和４年４月２６日）衆・安保委 太栄志議

員 対大臣問８ 

文書１３５ 国会答弁資料（令和４年４月２６日）衆・安保委 堀井健智

議員 対大臣問８ 

文書１３６ 国会答弁資料（令和４年４月２６日）衆・安保委 堀井健智

議員 対大臣問９ 

文書１３７ 国会答弁資料（令和４年４月２７日）衆・外務委 穀田恵二

議員 対副大臣問１ 

文書１３８ 国会答弁資料（令和４年４月２７日）衆・外務委 穀田恵二

議員 対副大臣問２ 

文書１３９ 国会答弁資料（令和４年４月２７日）衆・外務委 穀田恵二

議員 対副大臣問３ 

文書１４０ 国会答弁資料（令和４年４月２７日）衆・外務委 穀田恵二

議員 対副大臣問４ 

文書１４１ 国会答弁資料（令和４年４月２７日）衆・外務委 青柳仁士

議員 対大臣・政府参考人問４ 

文書１４２ 国会答弁資料（令和４年４月２８日）参・外防委 井上哲士

議員 対大臣問２ 

文書１４３ 国会答弁資料（令和４年４月２８日）参・外防委 上田清司

議員 対大臣問２ 

文書１４４ 国会答弁資料（令和４年４月２８日）参・内閣委 浜田昌良

議員 対総理問１ 

文書１４５ 国会答弁資料（令和４年５月１７日）参・外防委 佐藤正久

議員 対副長官問１ 

文書１４６ 国会答弁資料（令和４年５月１７日）参・外防委 佐藤正久

議員 対政府参考人問１ 

文書１４７ 国会答弁資料（令和４年５月１７日）参・外防委 佐藤正久

議員 対副大臣問２ 

文書１４８ 国会答弁資料（令和４年５月１７日）参・外防委 小西洋之

議員 対大臣問３ 

文書１４９ 国会答弁資料（令和４年５月２５日）参・本会議 田村智子

議員 対総理問３ 

文書１５０ 国会答弁資料（令和４年５月２５日）参・本会議 白眞勲議

員 対総理問５ 

文書１５１ 国会答弁資料（令和４年５月２５日）衆・本会議 金村龍那

議員 対総理問１ 

文書１５２ 国会答弁資料（令和４年５月２５日）衆・本会議 金村龍那
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議員 対総理問２ 

文書１５３ 国会答弁資料（令和４年５月２５日）衆・本会議 重徳和彦

議員 対総理問２ 

文書１５４ 国会答弁資料（令和４年５月２６日）衆・予算委 小野寺五

典議員 対総理問２ 

文書１５５ 国会答弁資料（令和４年５月２６日）衆・予算委 小野寺五

典議員 対総理問３ 

文書１５６ 国会答弁資料（令和４年５月２６日）衆・予算委 小野寺五

典議員 対官房長官問１ 

文書１５７ 国会答弁資料（令和４年５月２６日）衆・予算委 小野寺五

典議員 対大臣問４ 

文書１５８ 国会答弁資料（令和４年５月２６日）衆・予算委 小野寺五

典議員 対政府参考人問１ 

文書１５９ 国会答弁資料（令和４年５月２６日）衆・予算委 泉健太議

員 対総理想定問１０ 

文書１６０ 国会答弁資料（令和４年５月２６日）衆・予算委 泉健太議

員 対大臣想定問１ 

文書１６１ 国会答弁資料（令和４年５月２７日）衆・予算委 宮本徹議

員 対総理問７ 

文書１６２ 国会答弁資料（令和４年５月２７日）衆・予算委 宮本徹議

員 対大臣問 

文書１６３ 国会答弁資料（令和４年５月２７日）衆・予算委 緒方林太

郎議員 対総理問４ 

文書１６４ 国会答弁資料（令和４年５月２７日）衆・予算委 緒方林太

郎議員 対大臣問２ 

文書１６５ 国会答弁資料（令和４年５月２７日）衆・予算委 青柳仁士

議員 対総理問２ 

文書１６６ 国会答弁資料（令和４年５月２７日）衆・予算委 青柳仁士

議員 対大臣問２ 

文書１６７ 国会答弁資料（令和４年５月２７日）衆・予算委 大串博志

議員 対総理問４ 

文書１６８ 国会答弁資料（令和４年５月２７日）衆・予算委 大串博志

議員 対総理問５ 

文書１６９ 国会答弁資料（令和４年５月２７日）衆・予算委 大串博志

議員 対大臣問１ 

文書１７０ 国会答弁資料（令和４年５月２７日）衆・予算委 大串博志

議員 対大臣問２ 

文書１７１ 国会答弁資料（令和４年５月３０日）参・予算委 三浦信祐



 29 

議員 対総理問４ 

文書１７２ 国会答弁資料（令和４年５月３０日）参・予算委 三浦信祐

議員 対大臣問１ 

文書１７３ 国会答弁資料（令和４年５月３０日）参・予算委 小西洋之

議員 対総理問８ 

文書１７４ 国会答弁資料（令和４年５月３１日）参・予算委 小池晃議

員 対総理問６ 

文書１７５ 国会答弁資料（令和４年５月３１日）参・予算委 小池晃議

員 対総理問７ 

文書１７６ 国会答弁資料（令和４年５月３１日）参・予算委 小池晃議

員 対大臣問１ 

文書１７７ 国会答弁資料（令和４年５月３１日）参・予算委 小池晃議

員 対大臣問６ 

文書１７８ 国会答弁資料（令和４年６月１日）衆・予算委 泉健太議員 

対大臣想定問２ 

文書１７９ 国会答弁資料（令和４年６月１日）衆・予算委 泉健太議員 

対大臣想定問３ 

文書１８０ 国会答弁資料（令和４年６月２日）参・外防委 上田清司議

員 対大臣問１ 

文書１８１ 国会答弁資料（令和４年６月２日）参・外防委 田島麻衣子

議員 対大臣問１ 

文書１８２ 国会答弁資料（令和４年６月３日）参・予算委 白眞勲議員 

対総理問５ 

文書１８３ 国会答弁資料（令和４年６月３日）参・予算委 福山哲郎議

員 対総理問４ 

文書１８４ 国会答弁資料（令和４年６月３日）参・予算委 福山哲郎議

員 対総理問６ 

文書１８５ 国会答弁資料（令和４年６月３日）参・予算委 福山哲郎議

員 対政府参考人問６ 

文書１８６ 国会答弁資料（令和４年６月３日）参・予算委 片山さつき

議員 対総理問３ 

文書１８７ 国会答弁資料（令和４年６月３日）衆・安保委 岩谷良平議

員 対大臣問４ 

文書１８８ 国会答弁資料（令和４年６月３日）衆・安保委 岩谷良平議

員 対大臣問５ 

文書１８９ 国会答弁資料（令和４年６月３日）衆・安保委 玄葉光一郎

議員 対大臣想定問３ 

文書１９０ 国会答弁資料（令和４年６月３日）衆・安保委 玄葉光一郎
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議員 対大臣想定問５ 

文書１９１ 国会答弁資料（令和４年６月３日）衆・安保委 美延映夫議

員 対大臣問５ 

文書１９２ 国会答弁資料（令和４年６月３日）衆・安保委 美延映夫議

員 対政府参考人問６ 

文書１９３ 国会答弁資料（令和４年６月１３日）参・決算委 杉尾秀哉

議員 対総理想定問４ 

文書１９４ 国会答弁資料（令和４年６月１３日）参・決算委 杉尾秀哉

議員 対総理想定問５ 

文書１９５ 国会答弁資料（令和４年１０月５日）衆・本会議 上川陽子

議員 対総理問２ 

文書１９６ 国会答弁資料（令和４年１０月５日）衆・本会議 上川陽子

議員 対総理問１９ 

文書１９７ 国会答弁資料（令和４年１０月５日）衆・本会議 泉健太議

員 対総理問１４ 

文書１９８ 国会答弁資料（令和４年１０月６日）参・本会議 田名部匡

代議員 対総理問７ 

文書１９９ 国会答弁資料（令和４年１０月６日）衆・本会議 石井啓一

議員 対総理問１７ 

文書２００ 国会答弁資料（令和４年１０月６日）衆・本会議 馬場伸幸

議員 対総理問１ 

文書２０１ 国会答弁資料（令和４年１０月７日）参・本会議 小池晃議

員 対総理問１４ 

文書２０２ 国会答弁資料（令和４年１０月７日）参・本会議 牧野たか

お議員 対総理問１０ 

文書２０３ 国会答弁資料（令和４年１０月１４日）衆・予算委 萩生田

光一議員 対総理問３ 

文書２０４ 国会答弁資料（令和４年１０月１７日）参・予算委 岡田克

也議員 対官房長官問２ 

文書２０５ 国会答弁資料（令和４年１０月１７日）衆・予算委 岡田克

也議員 対総理問４ 

文書２０６ 国会答弁資料（令和４年１０月１７日）衆・予算委 岡田克

也議員 対総理問５ 

文書２０７ 国会答弁資料（令和４年１０月１８日）衆・予算委 長妻昭

議員 対総理問７ 

文書２０８ 国会答弁資料（令和４年１０月１９日）参・予算委 小西洋

之議員 対総理問１６ 

文書２０９ 国会答弁資料（令和４年１０月２０日）参・予算委 山添拓
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議員 対総理問９ 

文書２１０ 国会答弁資料（令和４年１０月２４日）衆・予算委 薗浦健

太郎議員 対政府参考人問 

文書２１１ 国会答弁資料（令和４年１０月２４日）衆・予算委 薗浦健

太郎議員 対総理問１ 

文書２１２ 国会答弁資料（令和４年１０月２４日）衆・予算委 守島正

議員 対政府参考人問 

文書２１３ 国会答弁資料（令和４年１０月２４日）衆・予算委 守島正

議員 対総理問４ 

文書２１４ 国会答弁資料（令和４年１０月２６日）衆・外務委 青山大

人議員 対政府参考人問１ 

文書２１５ 国会答弁資料（令和４年１０月２６日）衆・外務委 青山大

人議員 対政府参考人問２ 

文書２１６ 国会答弁資料（令和４年１０月２８日）衆・内閣委 太英志

議員 対官房長官問１ 

文書２１７ 国会答弁資料（令和４年１０月２８日）衆・内閣委 太英志

議員 対政府参考人問１ 

文書２１８ 国会答弁資料（令和４年１０月２８日）衆・内閣委 平将明

議員 対政府参考人問１ 

文書２１９ 国会答弁資料（令和４年１１月１日）参・内閣委 柴田巧議

員 対官房長官問４ 

文書２２０ 国会答弁資料（令和４年１１月１日）参・内閣委 柴田巧議

員 対官房長官問５ 

文書２２１ 国会答弁資料（令和４年１１月１日）参・内閣委 柴田巧議

員 対政府参考人問１ 

文書２２２ 国会答弁資料（令和４年１１月１日）参・内閣委 柴田巧議

員 対政府参考人問２ 

文書２２３ 国会答弁資料（令和４年１１月４日）衆・内閣委 太英志議

員 対官房長官問１ 

文書２２４ 国会答弁資料（令和４年１１月４日）衆・内閣委 太英志議

員 対官房長官問３ 

文書２２５ 国会答弁資料（令和４年１１月４日）衆・内閣委 太英志議

員 対政府参考人問１ 

文書２２６ 国会答弁資料（令和４年１１月４日）衆・内閣委 太英志議

員 対政府参考人問２ 

文書２２７ 国会答弁資料（令和４年１１月８日）参・外防委 伊波洋一

議員 対政府参考人問 

文書２２８ 国会答弁資料（令和４年１１月８日）参・内閣委 柴田巧議
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員 対官房長官問１ 

文書２２９ 国会答弁資料（令和４年１１月８日）参・内閣委 柴田巧議

員 対政府参考人問 

文書２３０ 国会答弁資料（令和４年１１月１０日）参・外防委 山添拓

議員 対政府参考人問 

文書２３１ 国会答弁資料（令和４年１１月１６日）衆・内閣委 太栄志

議員 対官房長官問１ 

文書２３２ 国会答弁資料（令和４年１１月２１日）衆・本会議 井上信

治委員 対総理問１ 

文書２３３ 国会答弁資料（令和４年１１月２１日）衆・本会議 高橋千

鶴子議員 対総理問１０ 

文書２３４ 国会答弁資料（令和４年１１月２２日）参・本会議 音喜多

駿議員 対総理問６ 

文書２３５ 国会答弁資料（令和４年１１月２４日）参・厚労委 東徹議

員 対総理問１ 

文書２３６ 国会答弁資料（令和４年１１月２５日）衆・予算委 若宮健

嗣議員 対政府参考人問 

文書２３７ 国会答弁資料（令和４年１１月２５日）衆・予算委 若宮健

嗣議員 対総理問３ 

文書２３８ 国会答弁資料（令和４年１１月２５日）衆・予算委 赤澤亮

正議員 対総理問２ 

文書２３９ 国会答弁資料（令和４年１１月２８日）衆・予算委 玉木雄

一郎議員 対総理６ 

文書２４０ 国会答弁資料（令和４年１１月２８日）衆・予算委 馬場伸

幸議員 対官房長官問 

文書２４１ 国会答弁資料（令和４年１１月２８日）衆・予算委 馬場伸

幸議員 対総理問１ 

文書２４２ 国会答弁資料（令和４年１１月２９日）衆・予算委 宮本徹

議員 対総理問４ 

文書２４３ 国会答弁資料（令和４年１１月２９日）衆・予算委 青柳仁

士議員 対総理問２ 

文書２４４ 国会答弁資料（令和４年１１月３０日）参・予算委 福山哲

郎議員 対官房長官問１ 

文書２４５ 国会答弁資料（令和４年１１月３０日）参・予算委 福山哲

郎議員 対総理問１４ 

文書２４６ 国会答弁資料（令和４年１１月３０日）参・予算委 堀井巌

議員 対総理問１０ 

文書２４７ 国会答弁資料（令和４年１２月１日）参・予算委 石川博崇
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議員 対官房長官問１ 

文書２４８ 国会答弁資料（令和４年１２月１日）参・予算委 石川博崇

議員 対総理問８ 

文書２４９ 国会答弁資料（令和４年１２月１日）参・予算委 田村智子

議員 対総理問１２ 

文書２５０ 国会答弁資料（令和４年１２月２日）参・予算委 福島みず

ほ議員 対総理問２ 

文書２５１ 国会答弁資料（令和４年１２月６日）参・外防委 金子道仁

議員 対官房副長官問１ 

文書２５２ 国会答弁資料（令和４年１２月６日）参・外防委 金子道仁

議員 対政府参考人問２ 

文書２５３ 「国家安全保障会議資料」国家安全保障会議の開催について

【四大臣会合】（令和３年１１月２６日） 

文書２５４ 「国家安全保障会議資料」国家安全保障会議の開催について

【四大臣会合】（令和３年１２月２８日） 

文書２５５ 「国家安全保障会議資料」国家安全保障会議の開催について

【四大臣会合】（令和４年１月２８日） 

文書２５６ 「国家安全保障会議資料」国家安全保障会議の開催について

【四大臣会合】（令和４年４月８日） 

文書２５７ 「国家安全保障会議資料」国家安全保障会議の開催について

【四大臣会合】（令和４年４月２５日） 

文書２５８ 「国家安全保障会議資料」国家安全保障会議の開催について

【四大臣会合】（令和４年６月２日） 

文書２５９ 「国家安全保障会議資料」国家安全保障会議の開催について

【四大臣会合】（令和４年６月１４日） 

文書２６０ 「国家安全保障会議資料」国家安全保障会議の開催について

【四大臣会合】（令和４年７月２５日） 

文書２６１ 「国家安全保障会議資料」国家安全保障会議の開催について

【四大臣会合】（令和４年８月２４日） 

文書２６２ 「国家安全保障会議資料」国家安全保障会議の開催について

【四大臣会合】（令和４年８月３０日） 

文書２６３ 「国家安全保障会議資料」国家安全保障会議の開催について

【四大臣会合】（令和４年９月２日） 

文書２６４ 「国家安全保障会議資料」国家安全保障会議の開催について

【四大臣会合】（令和４年１０月１３日） 

文書２６５ 「国家安全保障会議資料」国家安全保障会議の開催について

【四大臣会合】（令和４年１０月３１日） 

文書２６６ 「国家安全保障会議資料」国家安全保障会議の開催について
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【四大臣会合】（令和４年１１月１０日） 

文書２６７ 「国家安全保障会議資料」国家安全保障会議の開催について

【四大臣会合】（令和４年１１月２４日） 

文書２６８ 「国家安全保障会議資料」国家安全保障会議の開催について

【四大臣会合】（令和４年１２月５日） 

文書２６９ 「国家安全保障会議資料」国家安全保障会議の開催について

【四大臣会合】（令和４年１２月７日） 

文書２７０ 「国家安全保障会議資料」国家安全保障会議の開催について

【四大臣会合】（令和４年１２月１４日） 

文書２７１ 「国家安全保障会議資料」国家安全保障会議の開催について

【九大臣会合】（令和４年１２月１６日） 

文書２７２ 国家安全保障会議議事の記録【四大臣会合】（令和３年１１

月２６日） 

文書２７３ 国家安全保障会議議事の記録【四大臣会合】（令和３年１２

月２８日） 

文書２７４ 国家安全保障会議議事の記録【四大臣会合】（令和４年１月

２８日） 

文書２７５ 国家安全保障会議議事の記録【四大臣会合】（令和４年４月

８日） 

文書２７６ 国家安全保障会議議事の記録【四大臣会合】（令和４年４月

２５日） 

文書２７７ 国家安全保障会議議事の記録【四大臣会合】（令和４年６月

２日） 

文書２７８ 国家安全保障会議議事の記録【四大臣会合】（令和４年６月

１４日） 

文書２７９ 国家安全保障会議議事の記録【四大臣会合】（令和４年７月

２５日） 

文書２８０ 国家安全保障会議議事の記録【四大臣会合】（令和４年８月

２４日） 

文書２８１ 国家安全保障会議議事の記録【四大臣会合】（令和４年８月

３０日） 

文書２８２ 国家安全保障会議議事の記録【四大臣会合】（令和４年９月

２日） 

文書２８３ 国家安全保障会議議事の記録【四大臣会合】（令和４年１０

月１３日） 

文書２８４ 国家安全保障会議議事の記録【四大臣会合】（令和４年１０

月３１日） 

文書２８５ 国家安全保障会議議事の記録【四大臣会合】（令和４年１１
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月１０日） 

文書２８６ 国家安全保障会議議事の記録【四大臣会合】（令和４年１１

月２４日） 

文書２８７ 国家安全保障会議議事の記録【四大臣会合】（令和４年１２

月５日） 

文書２８８ 国家安全保障会議議事の記録【四大臣会合】（令和４年１２

月７日） 

文書２８９ 国家安全保障会議議事の記録【四大臣会合】（令和４年１２

月１４日） 

文書２９０ 国家安全保障会議議事の記録【九大臣会合】（令和４年１２

月１６日） 

文書２９１ 「国家安全保障会議資料」内閣官房長官応答要領案（令和３

年１１月２６日） 

文書２９２ 「国家安全保障会議資料」内閣官房長官応答要領案（令和３

年１２月２８日） 

文書２９３ 「国家安全保障会議資料」内閣官房長官応答要領案（令和４

年１月２８日） 

文書２９４ 「国家安全保障会議資料」内閣官房長官応答要領案（令和４

年４月８日） 

文書２９５ 「国家安全保障会議資料」内閣官房長官応答要領案（令和４

年４月２５日） 

文書２９６ 「国家安全保障会議資料」内閣官房長官応答要領案（令和４

年６月２日） 

文書２９７ 「国家安全保障会議資料」内閣官房長官応答要領案（令和４

年６月１４日） 

文書２９８ 「国家安全保障会議資料」内閣官房長官応答要領案（令和４

年７月２５日） 

文書２９９ 「国家安全保障会議資料」内閣官房長官応答要領案（令和４

年８月２４日） 

文書３００ 「国家安全保障会議資料」内閣官房長官応答要領案（令和４

年８月３０日） 

文書３０１ 「国家安全保障会議資料」内閣官房長官応答要領案（令和４

年９月２日） 

文書３０２ 「国家安全保障会議資料」内閣官房長官応答要領案（令和４

年１０月１３日） 

文書３０３ 「国家安全保障会議資料」内閣官房長官応答要領案（令和４

年１０月３１日） 

文書３０４ 「国家安全保障会議資料」内閣官房長官応答要領案（令和４
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年１１月１０日） 

文書３０５ 「国家安全保障会議資料」内閣官房長官応答要領案（令和４

年１１月２４日） 

文書３０６ 「国家安全保障会議資料」内閣官房長官応答要領案（令和４

年１２月５日） 

文書３０７ 「国家安全保障会議資料」内閣官房長官応答要領案（令和４

年１２月７日） 

文書３０８ 「国家安全保障会議資料」内閣官房長官応答要領案（令和４

年１２月１４日） 

文書３０９ 「国家安全保障会議資料」内閣官房長官応答要領案（令和４

年１２月１６日） 

文書３１０ 国家安全保障戦略について（諮問）（令和４年１２月１６日） 

文書３１１ 国家安全保障戦略について（答申）（令和４年１２月１６日） 

文書３１２ 国家防衛戦略について（諮問）（令和４年１２月１６日） 

文書３１３ 国家防衛戦略について（答申）（令和４年１２月１６日） 

文書３１４ 防衛力整備計画について（諮問）（令和４年１２月１６日） 

文書３１５ 防衛力整備計画について（答申）（令和４年１２月１６日） 

文書３１６ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換 実施前貼り出し 

文書３１７ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換 実施前ＨＰ公表 

文書３１８ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１回）出席に係る経費の支出について 

文書３１９ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１回） 議事次第 

文書３２０ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１回） 配席図 

文書３２１ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１回） 事後対外応答要領 

文書３２２ 本意見交換に係る情報保全等について 

文書３２３ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１回） 資料１ 

文書３２４ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１回） 資料２ 

文書３２５ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１回） 議事概要（発言者名なし） 

文書３２６ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１回） 議事概要（発言者名あり） 
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文書３２７ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１回） 貼り出し 

文書３２８ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１回） ＨＰ公表 

文書３２９ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第２回）出席に係る経費の支出について 

文書３３０ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第２回） 議事次第 

文書３３１ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第２回） 配席図 

文書３３２ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第２回） 事後対外応答要領 

文書３３３ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第２回） ＶＴＣ想定問 

文書３３４ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第２回） 議事進行要領 

文書３３５ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第２回） 局長冒頭発言案 

文書３３６ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第２回） 議論の主な視点 

文書３３７ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第２回） 資料１ 

文書３３８ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第２回） 資料２ 

文書３３９ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第２回） 資料３ 

文書３４０ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第２回） 議事概要（発言者名なし） 

文書３４１ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第２回） 議事概要（発言者名あり） 

文書３４２ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第２回） 貼り出し 

文書３４３ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第２回） ＨＰ公表 

文書３４４ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第３回）出席に係る経費の支出について 

文書３４５ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第３回） 議事次第 
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文書３４６ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第３回） 配席図 

文書３４７ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第３回） 事後対外応答要領 

文書３４８ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第３回） 議事進行要領 

文書３４９ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第３回） 局長冒頭発言案 

文書３５０ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第３回） 議論の主な視点 

文書３５１ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第３回） 資料１ 

文書３５２ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第３回） 資料２ 

文書３５３ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第３回） 資料３ 

文書３５４ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第３回） 資料４ 

文書３５５ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第３回） 資料５ 

文書３５６ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第３回） 議事概要（発言者名なし） 

文書３５７ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第３回） 議事概要（発言者名あり） 

文書３５８ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第３回） 貼り出し 

文書３５９ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第３回） ＨＰ公表 

文書３６０ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第４回）出席に係る経費の支出について 

文書３６１ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第４回） 議事次第 

文書３６２ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第４回） 配席図 

文書３６３ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第４回） 事後対外応答要領 

文書３６４ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第４回） 議事進行要領 
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文書３６５ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第４回） 局長冒頭発言案 

文書３６６ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第４回） 議論の主な視点 

文書３６７ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第４回） 資料１ 

文書３６８ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第４回） 資料２ 

文書３６９ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第４回） 資料３ 

文書３７０ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第４回） 議事概要（発言者名なし） 

文書３７１ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第４回） 議事概要（発言者名あり） 

文書３７２ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第４回） 貼り出し 

文書３７３ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第４回） ＨＰ公表 

文書３７４ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第５回）出席に係る経費の支出について 

文書３７５ 「新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見

交換」に関する旅行依頼等について 

文書３７６ 旅費精算請求書 

文書３７７ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第５回） 議事次第 

文書３７８ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第５回） 配席図 

文書３７９ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第５回） 事後対外応答要領 

文書３８０ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第５回） 議事進行要領 

文書３８１ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第５回） 局長冒頭発言案 

文書３８２ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第５回） 議論の主な視点 

文書３８３ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第５回） 資料１ 

文書３８４ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交
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換（第５回） 資料２ 

文書３８５ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第５回） 議事概要（発言者名なし） 

文書３８６ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第５回） 議事概要（発言者名あり） 

文書３８７ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第５回） 貼り出し 

文書３８８ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第５回） ＨＰ公表 

文書３８９ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第６回）出席に係る経費の支出について 

文書３９０ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第６回） 議事次第 

文書３９１ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第６回） 配席図 

文書３９２ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第６回） 事後対外応答要領 

文書３９３ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第６回） 議事進行要領 

文書３９４ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第６回） 局長冒頭発言案 

文書３９５ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第６回） 議論の主な視点 

文書３９６ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第６回） 資料１ 

文書３９７ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第６回） 資料２ 

文書３９８ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第６回） 議事概要（発言者名なし） 

文書３９９ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第６回） 議事概要（発言者名あり） 

文書４００ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第６回） 貼り出し 

文書４０１ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第６回） ＨＰ公表 

文書４０２ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第７回）出席に係る経費の支出について 

文書４０３ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交
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換（第７回） 議事次第 

文書４０４ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第７回） 配席図 

文書４０５ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第７回） 事後対外応答要領 

文書４０６ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第７回） 議事進行要領 

文書４０７ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第７回） 局長冒頭発言案 

文書４０８ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第７回） 議論の主な視点 

文書４０９ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第７回） 資料１ 

文書４１０ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第７回） 資料２ 

文書４１１ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第７回） 資料３ 

文書４１２ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第７回） 資料４ 

文書４１３ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第７回） 議事概要（発言者名なし） 

文書４１４ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第７回） 議事概要（発言者名あり） 

文書４１５ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第７回） 貼り出し 

文書４１６ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第７回） ＨＰ公表 

文書４１７ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第８回）出席に係る経費の支出について 

文書４１８ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第８回） 議事次第 

文書４１９ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第８回） 配席図 

文書４２０ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第８回） 事後対外応答要領 

文書４２１ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第８回） 議事進行要領 

文書４２２ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交
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換（第８回） 局長冒頭発言案 

文書４２３ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第８回） 議論の主な視点 

文書４２４ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第８回） 資料１ 

文書４２５ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第８回） 資料２ 

文書４２６ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第８回） 資料３ 

文書４２７ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第８回） 資料４ 

文書４２８ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第８回） 議事概要（発言者名なし） 

文書４２９ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第８回） 議事概要（発言者名あり） 

文書４３０ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第８回） 貼り出し 

文書４３１ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第８回） ＨＰ公表 

文書４３２ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第９回）出席に係る経費の支出について 

文書４３３ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第９回） 議事次第 

文書４３４ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第９回） 配席図 

文書４３５ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第９回） 事後対外応答要領 

文書４３６ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第９回） 議事進行要領 

文書４３７ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第９回） 局長冒頭発言案 

文書４３８ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第９回） 議論の主な視点 

文書４３９ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第９回） 資料１ 

文書４４０ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第９回） 資料２ 

文書４４１ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交
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換（第９回） 資料３ 

文書４４２ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第９回） 資料４ 

文書４４３ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第９回） 資料５ 

文書４４４ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第９回） 議事概要（発言者名なし） 

文書４４５ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第９回） 議事概要（発言者名あり） 

文書４４６ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第９回） 貼り出し 

文書４４７ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第９回） ＨＰ公表 

文書４４８ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１０回）出席に係る経費の支出について 

文書４４９ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１０回） 議事次第 

文書４５０ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１０回） 配席図 

文書４５１ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１０回） 事後対外応答要領 

文書４５２ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１０回） 議事進行要領 

文書４５３ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１０回） 局長冒頭発言案 

文書４５４ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１０回） 議論の主な視点 

文書４５５ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１０回） 資料１ 

文書４５６ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１０回） 資料２ 

文書４５７ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１０回） 資料３ 

文書４５８ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１０回） 議事概要（発言者名なし） 

文書４５９ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１０回） 議事概要（発言者名あり） 

文書４６０ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交
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換（第１０回） 貼り出し 

文書４６１ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１０回） ＨＰ公表 

文書４６２ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１１回）出席に係る経費の支出について 

文書４６３ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１１回） 議事次第 

文書４６４ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１１回） 配席図 

文書４６５ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１１回） 事後対外応答要領 

文書４６６ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１１回） 議事進行要領 

文書４６７ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１１回） 局長冒頭発言案 

文書４６８ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１１回） 議論の主な視点 

文書４６９ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１１回） 資料１ 

文書４７０ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１１回） 資料２ 

文書４７１ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１１回） 議事概要（発言者名なし） 

文書４７２ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１１回） 議事概要（発言者名あり） 

文書４７３ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１１回） 貼り出し 

文書４７４ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１１回） ＨＰ公表 

文書４７５ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１２回）出席に係る経費の支出について 

文書４７６ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１２回） 議事次第 

文書４７７ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１２回） 配席図 

文書４７８ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１２回） 事後対外応答要領 

文書４７９ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交
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換（第１２回） 議事進行要領 

文書４８０ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１２回） 局長冒頭発言案 

文書４８１ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１２回） 議論の主な視点（関心事項） 

文書４８２ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１２回） 資料１ 

文書４８３ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１２回） 資料２ 

文書４８４ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１２回） 議事概要（発言者名なし） 

文書４８５ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１２回） 議事概要（発言者名あり） 

文書４８６ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１２回） 貼り出し 

文書４８７ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１２回） ＨＰ公表 

文書４８８ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１３回）出席に係る経費の支出について 

文書４８９ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１３回） 議事次第 

文書４９０ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１３回） 配席図 

文書４９１ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１３回） 事後対外応答要領 

文書４９２ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１３回） 議事進行要領 

文書４９３ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１３回） 局長冒頭発言案 

文書４９４ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１３回） 議論の主な視点（関心事項） 

文書４９５ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１３回） 資料１ 

文書４９６ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１３回） 資料２ 

文書４９７ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１３回） 資料３ 

文書４９８ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交
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換（第１３回） 議事概要（発言者名なし） 

文書４９９ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１３回） 議事概要（発言者名あり） 

文書５００ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１３回） 貼り出し 

文書５０１ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１３回） ＨＰ公表 

文書５０２ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１４回）出席に係る経費の支出について 

文書５０３ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１４回） 議事次第 

文書５０４ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１４回） 配席図 

文書５０５ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１４回） 事後対外応答要領 

文書５０６ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１４回） 議事進行要領 

文書５０７ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１４回） 局長冒頭発言案 

文書５０８ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１４回） 議論の主な視点（関心事項） 

文書５０９ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１４回） 資料１ 

文書５１０ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１４回） 資料２ 

文書５１１ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１４回） 議事概要（発言者名なし） 

文書５１２ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１４回） 議事概要（発言者名あり） 

文書５１３ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１４回） 貼り出し 

文書５１４ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１４回） ＨＰ公表 

文書５１５ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１５回）出席に係る経費の支出について 

文書５１６ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１５回） 議事次第 

文書５１７ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交
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換（第１５回） 配席図 

文書５１８ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１５回） 事後対外応答要領 

文書５１９ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１５回） 議事進行要領 

文書５２０ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１５回） 局長冒頭発言案 

文書５２１ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１５回） 議論の主な視点（関心事項） 

文書５２２ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１５回） 資料 

文書５２３ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１５回） 議事概要 

文書５２４ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１５回） 貼り出し 

文書５２５ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１５回） ＨＰ公表 

文書５２６ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１６回）出席に係る経費の支出について 

文書５２７ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１６回） 議事次第 

文書５２８ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１６回） 配席図 

文書５２９ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１６回） 事後対外応答要領 

文書５３０ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１６回） 議事進行要領 

文書５３１ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１６回） 局長冒頭発言案 

文書５３２ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１６回） 議論の主な視点（関心事項） 

文書５３３ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１６回） 資料１ 

文書５３４ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１６回） 資料２ 

文書５３５ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１６回） 資料３ 

文書５３６ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交
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換（第１６回） 議事概要（発言者名なし） 

文書５３７ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１６回） 議事概要（発言者名あり） 

文書５３８ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１６回） 貼り出し 

文書５３９ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１６回） ＨＰ公表 

文書５４０ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１７回）出席に係る経費の支出について 

文書５４１ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１７回） 議事次第 

文書５４２ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１７回） 配席図 

文書５４３ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１７回） 事後対外応答要領 

文書５４４ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１７回） 議事進行要領 

文書５４５ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１７回） 局長冒頭発言案 

文書５４６ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１７回） 議論の主な視点（関心事項） 

文書５４７ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１７回） 資料１ 

文書５４８ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１７回） 資料２ 

文書５４９ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１７回） 資料３ 

文書５５０ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１７回） 議事概要（発言者名なし） 

文書５５１ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１７回） 議事概要（発言者名あり） 

文書５５２ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１７回） 貼り出し 

文書５５３ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換（第１７回） ＨＰ公表 

文書５５４ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交

換の議論の要旨公表 

文書５５５ 新たな国家安全保障戦略等の策定に関する有識者との意見交
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換（議論の要旨） 

文書５５６ 日本維新の会 外務安保部会（令和４年４月７日） 国家安

全保障戦略、防衛大綱、中期防衛力整備計画について 

文書５５７ 日本維新の会 外務安保部会（令和４年４月７日） 我が国

の防衛政策 

文書５５８ 日本維新の会 外務安保部会（令和４年４月７日） 防衛力

の抜本的強化に向けて 

文書５５９ 新たな国家安全保障戦略等の策定に向けた提言（令和４年４

月２６日 自由民主党） 

文書５６０ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

１回） 会議案内 

文書５６１ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

１回） 資料（情勢認識表（ＮＳＳ）） 

文書５６２ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

１回） 資料（国際情勢（外務省）） 

文書５６３ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

１回） 資料（日豪・日印（外務省）） 

文書５６４ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

１回） 資料（国際情勢（防衛省）） 

文書５６５ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

２回） 会議案内 

文書５６６ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

２回） 資料（ＮＳＳ） 

文書５６７ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

３回） 会議案内 

文書５６８ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

３回） 資料１－０ 

文書５６９ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

３回） 資料１－１ 

文書５７０ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

３回） 資料１－２ 

文書５７１ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

３回） 資料１－３ 

文書５７２ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

３回） 資料１－４ 

文書５７３ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

３回） 資料１－５ 

文書５７４ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第
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３回） 資料１－６ 

文書５７５ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

３回） 資料２－０ 

文書５７６ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

３回） 資料２－１ 

文書５７７ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

３回） 資料２－２ 

文書５７８ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

３回） 資料２－３ 

文書５７９ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

３回） 資料２－４ 

文書５８０ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

３回） 資料２－５ 

文書５８１ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

３回） 資料２－６ 

文書５８２ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

３回） 資料２－７ 

文書５８３ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

３回） 資料３（継戦能力・抗たん性（防衛省）） 

文書５８４ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

４回） 会議案内 

文書５８５ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

４回） 資料１－１（ＮＳＳ） 

文書５８６ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

４回） 資料１－２（ＮＩＳＣ） 

文書５８７ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

４回） 資料２－１ 

文書５８８ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

４回） 資料２－２ 

文書５８９ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

４回） 用語の定義 

文書５９０ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

５回） 会議案内 

文書５９１ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

５回） 資料１－０ 

文書５９２ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

５回） 資料１－１ 

文書５９３ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第



 51 

５回） 資料１－２ 

文書５９４ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

５回） 資料１－３ 

文書５９５ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

５回） 資料１－４ 

文書５９６ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

５回） 資料１－５ 

文書５９７ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

５回） 資料１－６ 

文書５９８ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

５回） 資料１－７ 

文書５９９ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

５回） 資料２（事態室） 

文書６００ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

５回） 資料３－１（防衛省） 

文書６０１ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

５回） 資料３－２（防衛省） 

文書６０２ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

６回） 会議案内 

文書６０３ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

６回） 資料１（防衛省） 

文書６０４ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

６回） 資料２（ＮＳＳ） 

文書６０５ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

６回） 席上回収資料１（外務省作成） 

文書６０６ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

６回） 席上回収資料２ 

文書６０７ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

７回） 会議案内 

文書６０８ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

７回） 資料１ 

文書６０９ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

７回） 資料２－１（防衛省） 

文書６１０ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

７回） 資料２－２（席上回収資料）（防衛省） 

文書６１１ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

７回） 資料２－３ 

文書６１２ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第
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８回） 会議案内 

文書６１３ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

８回） 資料１－１ 

文書６１４ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

８回） 資料１－２ 

文書６１５ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

８回） 資料２－１（防衛省） 

文書６１６ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

８回） 資料２－２（防衛省） 

文書６１７ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

８回） 席上回収資料（防衛省） 

文書６１８ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

９回） 会議案内 

文書６１９ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

９回） 資料１（ＮＳＳ）（席上回収資料） 

文書６２０ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

９回） 資料２（防衛省）（席上回収資料） 

文書６２１ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

９回） 資料３（防衛省）（席上回収資料） 

文書６２２ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

９回） 資料４（ＮＳＳ、防衛省）（席上回収資料） 

文書６２３ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

９回） 資料５（防衛省）（席上回収資料） 

文書６２４ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

１０回） 会議案内 

文書６２５ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

１０回） 資料（防衛省）（席上回収資料） 

文書６２６ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

１１回・第１２回） 会議案内 

文書６２７ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

１１回） 資料（防衛省）（席上回収資料） 

文書６２８ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

１１回・第１２回） 会議案内 

文書６２９ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

１２回） 資料１（ＮＳＳ）（席上回収資料） 

文書６３０ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

１２回） 資料２（ＮＳＳ）（席上回収資料） 

文書６３１ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第
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１２回） 資料３（防衛省）（席上回収資料） 

文書６３２ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

１２回） 資料４（防衛省）（席上回収資料） 

文書６３３ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

１２回） 参考資料（ＮＳＳ）（席上回収資料） 

文書６３４ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

１３回） 会議案内 

文書６３５ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

１３回） 資料１（防衛省）（席上回収資料） 

文書６３６ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

１３回） 資料２（ＮＳＳ）（席上回収資料） 

文書６３７ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

１３回） 資料３（防衛省）（席上回収資料） 

文書６３８ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

１３回） 資料４（防衛省）（席上回収資料） 

文書６３９ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

１４回） 会議案内 

文書６４０ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

１４回） 資料１（ＮＳＳ）（席上回収資料） 

文書６４１ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

１４回） 資料２（防衛省）（席上回収資料） 

文書６４２ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

１４回） 資料３（防衛省）（席上回収資料） 

文書６４３ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

１５回） 会議案内 

文書６４４ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

１５回） 資料１（ＮＳＳ）（席上回収資料） 

文書６４５ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

１５回） 資料２（防衛省）（席上回収資料） 

文書６４６ 与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム（第

１５回） 資料３（防衛省）（席上回収資料） 

文書６４７ 「国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議」報告書 

文書６４８ 国家安全保障戦略【Ｐ】 

文書６４９ ２２０８２５公明党 外交安全保障調査会（第２回勉強会） 

会議案内 

文書６５０ ２２０８２５公明党 外交安全保障調査会（第２回勉強会） 

資料（防衛省） 

文書６５１ ２２０９０７公明党 外交安全保障調査会（第４回勉強会） 
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会議案内 

文書６５２ ２２０９０７公明党 外交安全保障調査会（第４回勉強会） 

資料（防衛省） 

文書６５３ ２２０９１４公明党 外交安全保障調査会（第５回勉強会） 

会議案内 

文書６５４ ２２０９１４公明党 外交安全保障調査会（第５回勉強会） 

資料（防衛省） 

文書６５５ ２２０９１５公明党 外交安全保障調査会（第６回勉強会） 

会議案内 

文書６５６ ２２０９１５公明党 外交安全保障調査会（第６回勉強会） 

資料（防衛省） 

文書６５７ ２２０９２１公明党 外交安全保障調査会（第７回勉強会） 

会議案内 

文書６５８ ２２０９２１公明党 外交安全保障調査会（第７回勉強会） 

資料（防衛省） 

文書６５９ ２２０９２８公明党 外交安全保障調査会（第９回勉強会） 

会議案内 

文書６６０ ２２０９２８公明党 外交安全保障調査会（第９回勉強会） 

資料１（防衛省） 

文書６６１ ２２０９２８公明党 外交安全保障調査会（第９回勉強会） 

資料２（外務省） 

文書６６２ ２２０９２８公明党 外交安全保障調査会（第９回勉強会） 

資料３（事態室） 

文書６６３ ２２１００４自民党 国防部会・安全保障調査会合同会議 

会議案内 

文書６６４ ２２１００４自民党 国防部会・安全保障調査会合同会議 

資料１（ＮＳＳ） 

文書６６５ ２２１００５公明党 外交安全保障調査会（第１１回勉強会 

最終回）、北朝鮮問題対策本部合同会議 会議案内 

文書６６６ ２２１００５公明党 外交安全保障調査会（第１１回勉強会 

最終回）、北朝鮮問題対策本部合同会議 資料１（防衛省） 

文書６６７ ２２１００５公明党 外交安全保障調査会（第１１回勉強会 

最終回）、北朝鮮問題対策本部合同会議 資料２（防衛省） 

文書６６８ ２２１２０５自民党 国防部会・安全保障調査会合同会議 

会議案内 

文書６６９ ２２１２０５自民党 国防部会・安全保障調査会合同会議 

資料１（ＮＳＳ） 

文書６７０ ２２１２０５自民党 国防部会・安全保障調査会合同会議 
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資料２（ＮＳＳ） 

文書６７１ ２２１２０８公明党 外交安全保障調査会 会議案内 

文書６７２ ２２１２０８公明党 外交安全保障調査会 資料１－１（Ｎ

ＳＳ） 

文書６７３ ２２１２０８公明党 外交安全保障調査会 資料１－２（Ｎ

ＳＳ） 

文書６７４ ２２１２０８公明党 外交安全保障調査会 資料２（防衛省） 

文書６７５ ２２１２０８公明党 外交安全保障調査会 資料３（防衛省） 

文書６７６ ２２１２０９公明党 外交安全保障調査会 会議案内 

文書６７７ ２２１２０９公明党 外交安全保障調査会 資料１－１（Ｎ

ＳＳ） 

文書６７８ ２２１２０９公明党 外交安全保障調査会 資料１－２（Ｎ

ＳＳ） 

文書６７９ ２２１２０９公明党 外交安全保障調査会 資料２（防衛省） 

文書６８０ ２２１２０９公明党 外交安全保障調査会 資料３（防衛省） 

文書６８１ ２２１２１３自民党 国防部会・安全保障調査会合同会議 

会議案内 

文書６８２ ２２１２１３自民党 国防部会・安全保障調査会合同会議 

資料１（ＮＳＳ） 

文書６８３ ２２１２１３自民党 国防部会・安全保障調査会合同会議 

資料２（防衛省） 

文書６８４ ２２１２１３自民党 国防部会・安全保障調査会合同会議 

資料３（防衛省） 

文書６８５ ２２１２１６自民党 政調審議会、総務会、与党政策責任者

会議 会議案内 

文書６８６ ２２１２１６自民党 政調審議会、総務会、与党政策責任者

会議 資料１（ＮＳＳ） 

文書６８７ ２２１２１６自民党 政調審議会、総務会、与党政策責任者

会議 資料２－１（ＮＳＳ） 

文書６８８ ２２１２１６自民党 政調審議会、総務会、与党政策責任者

会議 資料２－２（ＮＳＳ） 

文書６８９ ２２１２１６自民党 政調審議会、総務会、与党政策責任者

会議 資料２－３（ＮＳＳ） 

文書６９０ ２２１２１６自民党 政調審議会、総務会、与党政策責任者

会議 資料３－１（防衛省） 

文書６９１ ２２１２１６自民党 政調審議会、総務会、与党政策責任者

会議 資料３－２（防衛省） 

文書６９２ ２２１２１６自民党 政調審議会、総務会、与党政策責任者
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会議 資料３－３（防衛省） 

文書６９３ ２２１２１６自民党 政調審議会、総務会、与党政策責任者

会議 資料４－１（防衛省） 

文書６９４ ２２１２１６自民党 政調審議会、総務会、与党政策責任者

会議 資料４－２（防衛省） 

文書６９５ ２２１２１６自民党 政調審議会、総務会、与党政策責任者

会議 資料４－３（防衛省） 

文書６９６ 国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議の開催につ

いて 

文書６９７ 国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議（第１回）

議事要旨 

文書６９８ 国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議（第１回）

議事録 

文書６９９ 国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議（第１回） 

資料１ 

文書７００ 国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議（第１回） 

資料２ 

文書７０１ 国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議（第１回） 

資料３ 

文書７０２ 国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議（第１回） 

資料４ 

文書７０３ 国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議（第２回）

議事要旨 

文書７０４ 国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議（第２回）

議事録 

文書７０５ 国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議（第２回） 

資料１ 

文書７０６ 国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議（第２回） 

資料２ 

文書７０７ 国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議（第２回） 

資料３ 

文書７０８ 国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議（第２回） 

資料４ 

文書７０９ 国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議（第２回） 

補足資料 

文書７１０ 国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議（第３回）

議事要旨 

文書７１１ 国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議（第３回）
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議事録 

文書７１２ 国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議（第３回） 

資料１ 

文書７１３ 国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議（第３回） 

資料２ 

文書７１４ 国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議（第３回） 

資料３ 

文書７１５ 国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議（第３回） 

資料４ 

文書７１６ 国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議（第３回） 

資料５ 

文書７１７ 国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議（第４回）

議事要旨 

文書７１８ 国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議（第４回）

議事録 

文書７１９ 国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議（第４回） 

資料（席上回収資料） 

文書７２０ 「国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議」報告書 

文書７２１ 国家安全保障戦略について 決裁紙 

文書７２２ 国家安全保障戦略について 閣議決定表紙案 

文書７２３ 国家安全保障戦略について 閣議付議持込（本体） 

文書７２４ 国家安全保障戦略について 閣議案件登録票 

文書７２５ 「国家安全保障戦略について」について（協議） 事務連絡 

文書７２６ 「国家安全保障戦略について」について（協議） 別紙１ 

文書７２７ 「国家安全保障戦略について」について（協議） 別紙２ 

文書７２８ 「国家安全保障戦略について」について（協議） 国家安全

保障戦略【Ｐ】 

文書７２９ 「国家安全保障戦略について」について（協議） 意見（内

閣官房内閣衛星情報センター） 

文書７３０ 「国家安全保障戦略について」について（協議） 意見（内

閣官房副長官補（事態対処・危機管理担当）付） 

文書７３１ 「国家安全保障戦略について」について（協議） 意見（総

務省） 

文書７３２ 「国家安全保障戦略について」について（協議） 意見（財

務省） 

文書７３３ 「国家安全保障戦略について」について（協議） 意見（厚

生労働省） 

文書７３４ 「国家安全保障戦略について」について（協議） 意見（防
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衛省） 

文書７３５ 「国家安全保障戦略について」について（協議） 協議対象

文書の取扱者（デジタル庁） 

文書７３６ 「国家安全保障戦略について」について（協議） 協議対象

文書の取扱者（会計検査院） 

文書７３７ 「国家安全保障戦略について」について（協議） 協議対象

文書の取扱者（宮内庁） 

文書７３８ 「国家安全保障戦略について」について（協議） 協議対象

文書の取扱者（経済産業省） 

文書７３９ 「国家安全保障戦略について」について（協議） 協議対象

文書の取扱者（警察庁） 

文書７４０ 「国家安全保障戦略について」について（協議） 協議対象

文書の取扱者（厚生労働省） 

文書７４１ 「国家安全保障戦略について」について（協議） 協議対象

文書の取扱者（国土交通省） 

文書７４２ 「国家安全保障戦略について」について（協議） 協議対象

文書の取扱者（財務省） 

文書７４３ 「国家安全保障戦略について」について（協議） 協議対象

文書の取扱者（人事院） 

文書７４４ 「国家安全保障戦略について」について（協議） 協議対象

文書の取扱者（総務省） 

文書７４５ 「国家安全保障戦略について」について（協議） 協議対象

文書の取扱者（内閣府） 

文書７４６ 「国家安全保障戦略について」について（協議） 協議対象

文書の取扱者（農林水産省） 

文書７４７ 「国家安全保障戦略について」について（協議） 協議対象

文書の取扱者（文部科学省） 

文書７４８ 「国家安全保障戦略について」について（協議） 協議対象

文書の取扱者（法務省） 

文書７４９ 「国家安全保障戦略について」について（協議） 協議対象

文書の取扱者（防衛省） 

文書７５０ 「国家安全保障戦略について」について（協議） 展開先

（内閣官房） 

文書７５１ 「国家安全保障戦略について」について（協議） 内閣官房

内閣衛星情報センター意見への回答 

文書７５２ 「国家安全保障戦略について」について（協議） 内閣官房

副長官補（事態対処・危機管理担当）付意見への回答 

文書７５３ 「国家安全保障戦略について」について（協議） 総務省意
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見への回答 

文書７５４ 「国家安全保障戦略について」について（協議） 財務省意

見への回答 

文書７５５ 「国家安全保障戦略について」について（協議） 厚生労働

省意見への回答 

文書７５６ 「国家安全保障戦略について」について（協議） 防衛省意

見への回答 

文書７５７ 「国家安全保障戦略について」について（協議） 再意見

（財務省） 

文書７５８ 国家安全保障戦略等の改定に対する提言書（日本維新の会） 

文書７５９ 国民民主党の安全保障政策２０２２ 

文書７６０ ＨＰ掲載資料 「国家安全保障戦略」概要（令和４年１２月

１６日） 

文書７６１ ＨＰ掲載資料 「国家安全保障戦略」（令和４年１２月１６

日 国家安全保障会議・閣議決定） 

文書７６２ ＨＰ掲載資料 Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ Ｓｔ

ｒａｔｅｇｙ（ＮＳＳ） －Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｖｅｒｓｉｏｎ

－ 

文書７６３ ＨＰ掲載資料 「国家防衛戦略」概要 

文書７６４ ＨＰ掲載資料 「国家防衛戦略」（令和４年１２月１６日 

国家安全保障会議・閣議決定） 

文書７６５ ＨＰ掲載資料 「防衛力整備計画」（令和４年１２月１６日 

国家安全保障会議・閣議決定）（令和４年１２月１６日） 

文書７６６ 記者ブリーフ資料 新たな３文書の体系の考え方 

文書７６７ 記者ブリーフ資料 国家安全保障戦略（概要） 

文書７６８ 記者ブリーフ資料 国家安全保障戦略 

文書７６９ 記者ブリーフ資料 国家防衛戦略（概要） 

文書７７０ 記者ブリーフ資料 国家防衛戦略 

文書７７１ 記者ブリーフ資料 次期防衛力整備計画について 

文書７７２ 記者ブリーフ資料 防衛力整備計画 

文書７７３ 論説懇資料 新たな３文書の体系の考え方 

文書７７４ 論説懇資料 国家安全保障戦略（概要） 

文書７７５ 論説懇資料 国家安全保障戦略（令和４年１２月１６日 国

家安全保障会議・閣議決定） 

文書７７６ 論説懇資料 国家防衛戦略（概要） 

文書７７７ 論説懇資料 国家防衛戦略（令和４年１２月１６日 国家安

全保障会議・閣議決定） 

文書７７８ 論説懇資料 防衛力整備計画（令和４年１２月１６日 国家
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安全保障会議・閣議決定） 

文書７７９ 外プレブリーフ資料 （Ｓｕｍｍａｒｙ） Ｎａｔｉｏｎａ

ｌ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ Ｓｔｒａｔｅｇｙ ｏｆ ｊａｐａｎ 

文書７８０ 外プレブリーフ資料 Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ 

Ｓｔｒａｔｅｇｙ ｏｆ ｊａｐａｎ 

文書７８１ 関連資料① 

文書７８２ 関連資料② 

文書７８３ 関連資料③ 

文書７８４ 関連資料④ 

文書７８５ 関連資料⑤ 

文書７８６ 国家安全保障会議資料【四大臣会合】（令和３年１１月２６

日） 

文書７８７ 国家安全保障会議資料【四大臣会合】（令和３年１２月２８

日） 

文書７８８ 国家安全保障会議資料【四大臣会合】（令和４年４月８日） 

文書７８９ 国家安全保障会議資料【四大臣会合】（令和４年６月２日） 

文書７９０ 国家安全保障会議資料【四大臣会合】（令和４年７月２５日） 

文書７９１ 国家安全保障会議資料【四大臣会合】（令和４年９月２日） 

文書７９２ 国家安全保障会議資料【四大臣会合】（令和４年１０月１３

日） 

文書７９３ 国家安全保障会議資料【四大臣会合】（令和４年１０月３１

日） 

文書７９４ 国家安全保障会議資料【四大臣会合】（令和４年１１月１０

日） 

文書７９５ 国家安全保障会議資料【四大臣会合】（令和４年１２月５日） 

文書７９６ 国家安全保障会議資料【四大臣会合】（令和４年１２月７日） 

文書７９７ 国家安全保障会議資料【四大臣会合】（令和４年１２月１４

日） 

文書７９８ 幹事会資料 

 

４ 改めて開示決定等すべき文書 

（１）ＨＰ掲載資料 国家安全保障戦略（２０２２）パンフレット －日本語

版－ 

（２）ＨＰ掲載資料 Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ Ｓｔｒａｔｅｇ

ｙ（２０２２）Ｐａｍｐｈｌｅｔ －Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｖｅｒｓｉｏｎ－ 
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別表１（原処分で不開示とした部分及び不開示とした理由） 

番号 文書番号 不開示とした部分 不開示とした理由 

１ 文書２１ ４枚目の一部 職員の直通電話番号及び携帯電話

番号が記載されており、これらは

国の機関が行う事務に関する情報

であり、これらを公にした場合、

いたずらや業務妨害等を目的とし

た電話、電信等を容易ならしめ、

行政事務の適正な遂行に著しく支

障を及ぼすおそれがある。以上の

ことから、法５条６号に定める不

開示情報に該当するため、不開示

とした。 

文書２２ ５枚目の一部 

文書２３ ５枚目の下部 

文書２４ ５枚目の一部 

文書２５ ３枚目の一部 

文書２６ ２枚目の一部 

文書２７ １枚目の下部 

文書２８ ４枚目及び５枚目

のそれぞれ一部 

文書２９ ４枚目の一部 

文書３０ ５枚目の一部 

文書３１ ２枚目の一部 

文書３２ ４枚目下部及び５

枚目の一部 

文書３３ ３枚目の下部 

文書３４ ３枚目の一部 

文書３５ ９枚目の一部 

文書３６ ８枚目の一部 

文書３７ １０枚目一部 

文書３８ ９枚目の一部 

文書３９ ５枚目の下部 

文書４１ ９枚目の一部 

文書４４ ８枚目の一部 

文書４６ 

文書４７ ２枚目、３枚目及

び４枚目のそれぞ

れ一部 
文書４８ 

文書５２ ３枚目の一部 

文書５３ 

文書５４ １０枚目の一部 

文書５５ ７枚目の下部 

文書５６ ６枚目の一部 

文書５７ ８枚目の一部 

文書５９ ７枚目の下部 

文書６２ ６枚目の一部 
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文書６３ 

文書６５ ４枚目の下部 

文書６６ ３枚目の一部 

文書６７ 

文書６８ 

文書６９ 

文書７０ ２枚目の一部 

文書７７ ２枚目、３枚目、

４枚目、６枚目、

７枚目及び８枚目

のそれぞれ一部 

文書８５ ５枚目の下部 

文書９８ ４枚目の一部 

文書１１５ ７枚目及び８枚目

のそれぞれ一部 

文書１１６ ３枚目の一部 

文書１１７ ８枚目の一部 

文書１２２ ５枚目の一部 

文書１２３ ４枚目の一部 

文書１２４ １枚目の一部 

文書１２５ ３枚目の一部 

文書１２７ 

文書１２８ ３枚目及び４枚目

のそれぞれ一部 

文書１４４ ４枚目の一部 

文書１４７ １枚目の一部 

文書１４９ ３枚目及び４枚目

のそれぞれ一部 文書１５０ 

文書１５１ 

文書１５２ ５枚目の一部 

文書１５３ ４枚目及び５枚目

のそれぞれ一部 

文書１５４ ５枚目の一部 

文書１５５ ３枚目の一部 

文書１５６ 

文書１５８ 

文書１５９ ６枚目の一部 
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文書１６１ ５枚目の一部 

文書１６３ 

文書１６５ ４枚目の一部 

文書１６７ ３枚目の一部 

文書１６８ ５枚目の一部 

文書１７１ ４枚目及び５枚目

のそれぞれ一部 

文書１７３ ４枚目の下部 

文書１７４ ７枚目の一部 

文書１７５ ５枚目の一部 

文書１８２ ９枚目の一部 

文書１８３ ６枚目の一部 

文書１８４ ８枚目の一部 

文書１８５ １３枚目の一部 

文書１８６ ６枚目及び７枚目

のそれぞれ一部 

文書１９３ ４枚目及び５枚目

のそれぞれ一部 

文書１９４ ７枚目の一部 

文書１９６ ３枚目の一部 

文書１９７ ４枚目及び５枚目

のそれぞれ一部 

文書１９８ ７枚目の一部 

文書１９９ ３枚目及び４枚目

のそれぞれ一部 

文書２０１ ４枚目及び５枚目

のそれぞれ一部 

文書２０２ ３枚目及び４枚目

のそれぞれ一部 文書２０３ 

文書２０４ １９枚目の一部 

文書２０５ ８枚目の一部 

文書２０６ ５枚目及び６枚目

のそれぞれ一部 文書２０７ 

文書２０８ ２枚目の一部 

文書２０９ ６枚目の一部 

文書２１１ ４枚目の一部 

文書２１３ 
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文書２１６ ２枚目の一部 

文書２１９ ４枚目の一部 

文書２２０ ２枚目の一部 

文書２２３ ４枚目の一部 

文書２２４ ２枚目の一部 

文書２２８ ７枚目の一部 

文書２３１ ３枚目の一部 

文書２３２ ５枚目の一部 

文書２３３ ４枚目及び５枚目

のそれぞれ一部 

文書２３４ ５枚目ないし７枚

目の一部 

文書２３５ ８枚目及び９枚目

のそれぞれ一部 

文書２３７ ３枚目の一部 

文書２３８ 

文書２３９ ６枚目の一部 

文書２４０ ３枚目及び５枚目

のそれぞれ一部 

文書２４１ ４枚目の一部 

文書２４２ 

文書２４３ ５枚目の一部 

文書２４４ ３枚目の一部 

文書２４５ ４枚目の一部 

文書２４６ 

文書２４７ ２枚目の一部 

文書２４８ ３枚目の一部 

文書２４９ 

文書２５０ ４枚目の一部 

文書２５１ ３枚目の一部 

文書７３ １枚目の一部 職員の携帯電話番号が記載されて

おり、これらは国の機関が行う事

務に関する情報であり、これらを

公にした場合、いたずらや業務妨

害等を目的とした電話、電信等を

容易ならしめ、行政事務の適正な

遂行に著しく支障を及ぼすおそれ

文書８７ ２枚目の一部 

文書９５ 

文書９９ １枚目の一部 

文書１２６ ２枚目の一部 

文書１３０ ４枚目の一部 

文書１４１ １枚目の一部 
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文書１６６ ２枚目の一部 がある。以上のことから、法５条

６号に定める不開示情報に該当す

るため、不開示とした。 

文書１９５ ５枚目及び６枚目

のそれぞれ一部 

職員の直通電話番号、内線番号及

び携帯電話番号が記載されてお

り、これらは国の機関が行う事務

に関する情報であり、これらを公

にした場合、いたずらや業務妨害

等を目的とした電話、電信等を容

易ならしめ、行政事務の適正な遂

行に著しく支障を及ぼすおそれが

ある。以上のことから、法５条６

号に定める不開示情報に該当する

ため、不開示とした。 

文書３１６ １枚目の一部 職員の直通電話番号が記載されて

いる。これらは、国の機関が行う

事務に関する情報であり、これら

を公にした場合、いたずらや業務

妨害等を目的とした電話、電信等

を容易ならしめ、行政事務の適正

な遂行に著しく支障を及ぼすおそ

れがある。以上のことから、法５

条６号に定める不開示情報に該当

するため、不開示とした。 

文書３２７ 

文書３４２ 

文書３５８ 

文書３７２ 

文書３８７ 

文書４００ 

文書４１５ 

文書４３０ 

文書４４６ 

文書４６０ 

文書４７３ 

文書４８６ 

文書５００ 

文書５１３ 

文書５２４ 

文書５３８ 

文書５５２ 

文書５５４ 

文書３８９ １枚目及び６枚目

のそれぞれ一部 

職員の直通電話番号又は内線番号

が記載されている。これらは、国

の機関が行う事務に関する情報で

あり、これらを公にした場合、い

文書４０２ 

文書４１７ 

文書４３２ 
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文書４４８ たずらや業務妨害等を目的とした

電話、電信等を容易ならしめ、行

政事務の適正な遂行に著しく支障

を及ぼすおそれがある。以上のこ

とから、法５条６号に定める不開

示情報に該当するため、不開示と

した。 

文書４６２ 

文書４７５ 

文書４８８ １枚目及び８枚目

のそれぞれ一部 

文書５１５ １枚目及び６枚目

のそれぞれ一部 文書５２６ 

文書５４０ １枚目及び８枚目

のそれぞれ一部 

文書３１８ １枚目の一部 職員の内線番号が記載されてい

る。これらは、国の機関が行う事

務に関する情報であり、これらを

公にした場合、いたずらや業務妨

害等を目的とした電話、電信等を

容易ならしめ、行政事務の適正な

遂行に著しく支障を及ぼすおそれ

がある。以上のことから、法５条

６号に定める不開示情報に該当す

るため、不開示とした。 

文書３２９ 

文書３４４ 

文書３６０ 

文書３７４ 

文書３７５ 

文書５０２ 

文書７２１ 

文書７２４ １枚目の一部 職員の内線番号、直通電話番号、

ＦＡＸ番号及びメールアドレスが

記載されている。これらは、国の

機関が行う事務に関する情報であ

り、これらを公にした場合、いた

ずらや業務妨害等を目的とした電

話、電信等を容易ならしめ、行政

事務の適正な遂行に著しく支障を

及ぼすおそれがある。以上のこと

から、法５条６号に定める不開示

情報に該当するため、不開示とし

た。 

文書７３０ １枚目の上部 

文書７３１ １枚目ないし３枚

目のそれぞれ上部 

文書７３２ １枚目の上部 

文書７３３ 

文書７４４ 

文書７５２ 

文書７５３ １枚目ないし３枚

目のそれぞれ上部 

文書７５４ １枚目の上部 

文書７５５ 

文書７５６ 

文書７５７ 

文書７２５ ２枚目の一部 職員の直通電話番号及びメールア

ドレスが記載されている。これら

は、国の機関が行う事務に関する

情報であり、これらを公にした場
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合、いたずらや業務妨害等を目的

とした電話、電信等を容易ならし

め、行政事務の適正な遂行に著し

く支障を及ぼすおそれがある。以

上のことから、法５条６号に定め

る不開示情報に該当するため、不

開示とした。 

２ 文書３１８ ６枚目ないし８枚

目の下部 

職員のＩＤが記載されている。こ

れらは、国の機関が行う事務に関

する情報であり、これらを公にし

た場合、いたずらや業務妨害等を

目的とした電信等を容易ならし

め、行政事務の適正な遂行に著し

く支障を及ぼすおそれがある。以

上のことから、法５条６号に定め

る不開示情報に該当するため、不

開示とした。 

３ 文書２３ １枚目の一部及び

５枚目の上部 

議員レク時の議員とのやり取りに

係る情報が記載されており、これ

らは、各議員に係る個人に関する

情報であり、これらを公にした場

合、個人の権利利益を害するおそ

れがある。また、これらは、公に

なっていない議員の活動に関する

情報であるところ、これらを公に

した場合、議員等との信頼関係が

損なわれ、行政事務の適正な遂行

に著しく支障を及ぼすおそれがあ

る。以上のことから法５条１号及

び６号に定める不開示情報に該当

するため、不開示とした。 

文書２７ １枚目の上部 

文書３２ １枚目の一部及び

４枚目の上部 

文書３３ １枚目の一部及び

３枚目の上部 

文書３５ １枚目の一部 

文書３７ 

文書３８ 

文書３９ １枚目の一部及び

５枚目の上部 

文書４７ １枚目の一部 

文書４８ 

文書４９ 

文書５１ 

文書５５ １枚目の一部及び

７枚目の上部 

文書５６ １枚目の一部 

文書５９ １枚目の一部及び
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７枚目の上部 

文書６０ １枚目の一部 

文書６１ 

文書６５ １枚目の一部及び

４枚目の上部 

文書６６ １枚目の一部 

文書７０ 

文書７４ 

文書７５ 

文書７６ 

文書７７ 

文書７８ 

文書７９ 

文書８１ 

文書８３ 

文書８４ 

文書８５ １枚目の一部及び

５枚目の上部 

文書８６ １枚目の一部 

文書８７ 

文書９４ 

文書９５ 

文書１０８ 

文書１１３ 

文書１２６ 

文書１２９ 

文書１３０ １枚目及び４枚目

の一部それぞれ 

文書１３５ １枚目の一部 

文書１３６ 

文書１３７ 

文書１４０ 

文書１４３ 

文書１４５ 

文書１４６ 

文書１７３ １枚目の一部及び

４枚目の上部 



 69 

文書１８２ １枚目の一部 

文書２０３ １枚目及び３枚目

のそれぞれ一部 

文書２１２ １枚目の一部 

文書２１３ １枚目及び４枚目

のそれぞれ一部 

文書２１９ １枚目の一部 

文書２２１ 

文書２２８ 

文書２２９ 

文書２３６ 

文書２３７ １枚目及び３枚目

のそれぞれ一部 

文書２５１ １枚目の一部 

文書２５２ 

文書３６ １枚目の一部 議員の発言に係る情報が記載され

ており、これらは、各議員に係る

個人に関する情報であり、これら

を公にした場合、個人の権利利益

を害するおそれがある。また、こ

れらは、公になっていない議員の

活動に関する情報であるところ、

これらを公にした場合、議員等と

の信頼関係が損なわれ、行政事務

の適正な遂行に著しく支障を及ぼ

すおそれがある。以上のことから

法５条１号及び６号に定める不開

示情報に該当するため、不開示と

した。 

文書４１ 

４ 文書２５３ １枚目の「２．」 従前詳細を公にしていない国家安

全保障会議の開催場所が記載され

ている。これらを公にした場合、

今後の国家安全保障会議の開催場

所を推察され、今後の開催に際

し、敵対する勢力等からの妨害及

び対抗措置を容易ならしめ、国の

安全が害されるおそれがある。以

文書２５４ 

文書２５５ 

文書２５６ 

文書２５７ 

文書２５８ 

文書２５９ 

文書２６０ 
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文書２６１ 上のことから、法５条３号に定め

る不開示情報に該当するため、不

開示とした。 
文書２６２ 

文書２６３ 

文書２６４ 

文書２６５ 

文書２６６ 

文書２６７ 

文書２６８ 

文書２６９ 

文書２７０ 

文書２７１ 

文書２７２ 

文書２７３ 

文書２７４ 

文書２７５ 

文書２７６ 

文書２７７ 

文書２７８ 

文書２７９ 

文書２８０ 

文書２８１ 

文書２８２ 

文書２８３ 

文書２８４ 

文書２８５ 

文書２８６ 

文書２８７ 

文書２８８ 

文書２８９ 

文書２９０ 

５ 文書３１８ ３枚目、５枚目、

６枚目及び１２枚

目のそれぞれ一部 

従前公にされていない庁舎内部の

執務区画の仔細に関する情報が記

載されている。これらを公にした

場合、敵対する勢力等からの妨害

等を容易ならしめ、国の安全が害

されるおそれがある。また、これ

らは、国の機関が行う事務に関す

文書３４４ ３枚目、５枚目及

び７枚目のそれぞ

れ一部 

文書３４６ １枚目の一部 
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文書３６０ ３枚目、５枚目及

び７枚目のそれぞ

れ一部 

る情報であり、これらを公にした

場合、行政事務の適正な遂行に著

しく支障を及ぼすおそれがある。

以上のことから、法５条３号及び

６号に定める不開示情報に該当す

るため、不開示とした。 

文書３６２ １枚目の一部 

文書３７４ ３枚目、５枚目及

び７枚目のそれぞ

れ一部 

文書３７５ ２枚目の一部 

文書３７６ １枚目及び２枚目

のそれぞれ一部 

文書３７８ １枚目の一部 

文書３８９ ３枚目、５枚目及

び７枚目のそれぞ

れ一部 

文書３９１ １枚目の一部 

文書４０２ ３枚目、５枚目及

び７枚目のそれぞ

れ一部 

文書４０４ １枚目の一部 

文書４１７ ３枚目、５枚目及

び７枚目のそれぞ

れ一部 

文書４１９ １枚目の一部 

文書４３２ ３枚目、５枚目及

び８枚目のそれぞ

れ一部 

文書４３４ １枚目の一部 

文書４４８ ３枚目、５枚目及

び７枚目のそれぞ

れ一部 

文書４５０ １枚目の左上 

文書４５７ １枚目の一部 

文書４６２ ３枚目、５枚目及

び７枚目のそれぞ

れ一部 

文書４６４ １枚目の一部 

文書４７５ ３枚目、５枚目及
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び７枚目のそれぞ

れ一部 

文書４７７ １枚目の一部 

文書４８８ ３枚目及び５枚目

のそれぞれ一部、

６枚目の上部及び

中部並びに９枚目

の一部 

文書４９０ １枚目の一部 

文書５０２ ３枚目及び５枚目

のそれぞれ一部、

６枚目の上部、７

枚目の上部及び中

部並びに９枚目の

一部 

文書５０４ １枚目の上部 

文書５１５ ３枚目及び５枚目

のそれぞれ一部、

７枚目の上部及び

中部並びに９枚目

の一部 

文書５１７ １枚目の一部 

文書５２６ ３枚目及び５枚目

のそれぞれ一部、

７枚目の上部及び

中部並びに９枚目

の一部 

文書５２８ １枚目の一部 

文書５４０ ３枚目、５枚目及

び９枚目のそれぞ

れ一部 

文書５４２ １枚目の一部 

文書３２９ ３枚目、５枚目及

び７枚目のそれぞ

れ一部 

従前公にされていない官邸の執務

区画の仔細に関する情報が記載さ

れている。これらを公にした場

合、敵対する勢力等からの妨害等

を容易ならしめ、国の安全が害さ

文書３３１ １枚目及び２枚目

のそれぞれ一部 
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れるおそれがある。また、これら

は、国の機関が行う事務に関する

情報であり、これらを公にした場

合、行政事務の適正な遂行に著し

く支障を及ぼすおそれがある。以

上のことから、法５条３号及び６

号に定める不開示情報に該当する

ため、不開示とした。 

６ 文書２７２ １枚目の右上 文書の取扱区分等が記載されてい

る。これらを公にした場合、国家

安全保障会議の各回の議事内容等

の秘匿度等が明らかとなり、我が

国の安全保障上の関心事項、情報

収集能力等が推察され、国の安全

が害されるおそれ、他国又は国際

機関との信頼関係が損なわれるお

それ及び他国又は国際機関との交

渉上不利益を被るおそれがある。

以上のことから、法５条３号に定

める不開示情報に該当するため、

不開示とした。 

文書２７３ 

文書２７４ 

文書２７５ 

文書２７６ 

文書２７７ 

文書２７８ 

文書２７９ 

文書２８０ 

文書２８１ 

文書２８２ 

文書２８３ 

文書２８４ 

文書２８５ 

文書２８６ 

文書２８７ 

文書２８８ 

文書２８９ 

文書２９０ 

７ 文書３３１ ２枚目の一部 従前公にしていない国家安全保障

局における連絡手段の取扱いに関

する情報が記載されている。これ

らを公にした場合、敵対する勢力

等からの妨害等を容易ならしめ、

国の安全が害されるおそれがあ

る。また、これらは、国の機関が

行う事務に関する情報であり、こ

れらを公にした場合、行政事務の

適正な遂行に著しく支障を及ぼす

文書３３３ １枚目の一部 
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おそれがある。以上のことから、

法５条３号及び６号に定める不開

示情報に該当するため、不開示と

した。 

８ 文書２７２ １枚目の「４．」

及び２枚目以降 

国家安全保障会議における議事内

容等が記載されている。これらを

公にした場合、我が国の安全保障

上の関心事項、情報収集能力等が

推察されることとなり、敵対する

勢力等からの妨害及び対抗措置を

容易ならしめ、国の安全が害され

るおそれ、他国又は国際機関との

信頼関係が損なわれるおそれ並び

に他国又は国際機関との交渉上不

利益を被るおそれがある。また、

これらは、国の機関の内部におけ

る審議、検討及び協議に関する情

報であり、これらを公にした場

合、国家安全保障会議が行う今後

の安全保障政策等の検討における

率直な意見交換に支障を来すおそ

れ及び不当に国民の間に混乱を生

じさせるおそれがある。以上のこ

とから、法５条３号及び５号に定

める不開示情報に該当するため、

不開示とした。 

文書２７３ 

文書２７４ 

文書２７５ 

文書２７６ 

文書２７７ 

文書２７８ 

文書２７９ 

文書２８０ 

文書２８１ 

文書２８２ 

文書２８３ 

文書２８４ 

文書２８５ 

文書２８６ 

文書２８７ 

文書２８８ 

文書２８９ 

文書２９０ 

９ 文書３２３ １枚目及び２枚目

のそれぞれ一部 

新たな国家安全保障戦略等の策定

に関する有識者との意見交換にお

ける議事内容等が記載されてい

る。これらを公にした場合、我が

国の安全保障上の関心事項等が推

察されることとなり、敵対する勢

力等からの妨害及び対抗措置を容

易ならしめ、国の安全が害される

おそれがある。また、これらは、

国の機関の内部における審議、検

討及び協議に関する情報であり、

文書３２４ １枚目ないし６枚

目の一部 

文書３２５ １枚目ないし１３

枚目の一部 

文書３２６ １枚目及び２枚目

のそれぞれ一部 

文書３３６ １枚目の一部 

文書３３７ １枚目の一部及び

２枚目 
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文書３３８ １枚目の一部、２

枚目及び３枚目 

これらを公にした場合、政府が行

う今後の安全保障政策等の検討に

おける率直な意見の交換に支障を

来すおそれ及び不当に国民の間に

混乱を生じさせるおそれがある。

以上のことから、法５条３号及び

５号に定める不開示情報に該当す

るため、不開示とした。 

文書３３９ １枚目及び２枚目

のそれぞれ一部 

文書３４０ １枚目ないし１４

枚目の一部 

文書３４１ １枚目ないし３枚

目の一部 

文書３５０ １枚目の一部 

文書３５１ １枚目ないし３枚

目の一部 

文書３５２ １枚目ないし７枚

目 

文書３５３ １枚目ないし１１

枚目の一部 

文書３５４ １枚目の一部及び

２枚目 文書３５５ 

文書３５６ １枚目ないし６枚

目、１３枚目ない

し２４枚目、２６

枚目及び２７枚目

のそれぞれ一部並

びに７枚目ないし

１２枚目及び２５

枚目 

文書３５７ １枚目及び２枚目

のそれぞれ一部 

文書３６６ １枚目の一部 

文書３６７ １枚目の一部及び

２枚目ないし８枚

目 

文書３６８ １枚目ないし１１

枚目の一部 

文書３６９ １枚目の一部、２

枚目及び３枚目 

文書３７０ １枚目ないし５４

枚目の一部 
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文書３７１ １枚目及び２枚目

のそれぞれ一部 

文書３８２ １枚目の一部 

文書３８３ １枚目ないし４枚

目の一部 

文書３８４ １枚目の一部及び

２枚目 

文書３８５ １枚目ないし７枚

目の一部及び８枚

目 

文書３８６ １枚目及び２枚目

のそれぞれ一部 

文書３９５ １枚目の一部 

文書３９６ １枚目ないし１０

枚目、１２枚目、

１５枚目ないし３

４枚目のそれぞれ

一部並びに１１枚

目、１３枚目及び

１４枚目 

文書３９７ １枚目ないし３枚

目の一部 

文書３９８ １枚目ないし３９

枚目の一部 

文書３９９ １枚目及び２枚目

のそれぞれ一部 

文書４０８ １枚目の一部 

文書４０９ １枚目ないし４枚

目の一部 

文書４１０ １枚目ないし２６

枚目の一部 

文書４１１ １枚目ないし８枚

目の一部 

文書４１２ １枚目ないし３枚

目の一部 

文書４１３ １枚目ないし４３

枚目の一部 
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文書４１４ １枚目及び２枚目

のそれぞれ一部 

文書４２３ １枚目の一部 

文書４２４ １枚目ないし１３

枚目の一部 

文書４２５ １枚目の一部 

文書４２６ １枚目ないし３枚

目の一部 

文書４２７ １枚目ないし６１

枚目の一部 

文書４２８ １枚目ないし７７

枚目の一部 

文書４２９ １枚目ないし３枚

目の一部 

文書４３８ １枚目の一部 

文書４３９ １枚目ないし３枚

目の一部 

文書４４０ １枚目の一部及び

２枚目 

文書４４１ １枚目ないし８枚

目の一部 

文書４４２ １枚目ないし３枚

目の一部 

文書４４３ １枚目ないし５枚

目 

文書４４４ １枚目ないし３枚

目、６枚目、８枚

目ないし１９枚目

の一部並びに４枚

目、５枚目及び７

枚目 

文書４４５ １枚目及び２枚目

のそれぞれ一部 

文書４５４ １枚目の一部 

文書４５５ １枚目ないし９枚

目の一部 

文書４５６ １枚目ないし１０



 78 

枚目の一部 

文書４５７ １枚目ないし４４

枚目の一部 

文書４５８ １枚目の一部 

文書４５９ 

文書４６８ 

文書４６９ １枚目ないし６枚

目の一部 

文書４７０ １枚目の一部 

文書４７１ １枚目ないし１０

枚目の一部 

文書４７２ １枚目ないし３枚

目の一部 

文書４８１ １枚目の一部 

文書４８２ １枚目ないし９枚

目の一部 

文書４８３ １枚目、３枚目な

いし１６枚目のそ

れぞれ一部及び２

枚目 

文書４８４ １枚目及び２枚目

のそれぞれ一部 文書４８５ 

文書４９４ １枚目の一部 

文書４９５ １枚目、３枚目な

いし２２枚目のそ

れぞれ一部 

文書４９６ １枚目の一部及び

２枚目ないし１２

枚目 

文書４９７ １枚目の一部及び

２枚目ないし４枚

目 

文書４９８ １枚目及び２枚目

のそれぞれ一部 文書４９９ 

文書５０８ １枚目の一部 

文書５０９ １枚目ないし１０

枚目の一部 
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文書５１０ １枚目ないし１１

枚目の一部 

文書５１１ １枚目ないし４枚

目の一部 文書５１２ 

文書５２１ １枚目の一部 

文書５２２ １枚目の一部、２

枚目及び３枚目 

文書５２３ １枚目ないし３枚

目の一部、４枚目

及び５枚目 

文書５３２ １枚目の一部 

文書５３３ １枚目の一部及び

２枚目ないし８枚

目 

文書５３４ １枚目の一部 

文書５３５ １枚目ないし３枚

目の一部 

文書５３６ １枚目ないし３枚

目及び１１枚目な

いし１４枚目のそ

れぞれ一部並びに

４枚目ないし１０

枚目 

文書５３７ １枚目及び２枚目

のそれぞれ一部 

文書５４６ １枚目の一部 

文書５４７ 

文書５４８ １枚目ないし５枚

目の一部 

文書５４９ １枚目ないし３枚

目の一部 

文書５５０ １枚目ないし１０

枚目の一部 

文書５５１ １枚目及び２枚目

のそれぞれ一部 

１０ 文書３１８ ４枚目の一部 有識者への諸謝金に関する情報が

記載されている。これらは、各有文書３２９ 
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文書３４４ 識者に係る個人に関する情報であ

って、特定の個人を識別すること

ができるものであり、これらを公

にした場合、個人の権利利益を害

するおそれがある。なお、個々の

有識者への支払金額は公にしてい

ないことから、これらの情報は法

５条１号イの「法令の規定により

又は慣行として公にされ、又は公

にすることが予定されている情

報」に該当せず、また同号ロ及び

ハにも該当しない。以上のことか

ら、法５条１号に定める不開示情

報に該当するため、不開示とし

た。 

文書３６０ 

文書３７４ 

文書３８９ 

文書４０２ 

文書４１７ 

文書４３２ 

文書４４８ 

文書４６２ 

文書４７５ 

文書５４０ 

文書３１８ ８枚目及び１１枚

目のそれぞれ一部 

有識者本人の生年、現住所・電話

番号・メールアドレス・謝金振込

口座、学歴・職歴及びそれらの関

連情報である。これらは、各有識

者に係る個人に関する情報であっ

て、特定の個人を識別することが

できるものであり、これらを公に

した場合、個人の権利利益を害す

るおそれがある。また、これらの

情報は法５条１号イ、ロ及びハに

も該当しない。以上のことから、

法５条１号に定める不開示情報に

該当するため、不開示とした。 

文書３７５ ４枚目及び５枚目

のそれぞれ一部 

文書３７６ １枚目ないし４枚

目の一部 

文書４５７ １枚目の一部 有識者本人の職歴等に関する情報

が記載されている。これらは、有

識者に係る個人に関する情報であ

って、特定の個人を識別すること

ができるものであり、これらを公

にした場合、個人の権利利益を害

するおそれがある。また、これら

の情報は法５条１号イ、ロ及びハ

にも該当しない。以上のことか

文書４９５ ２枚目 
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ら、法５条１号に定める不開示情

報に該当するため、不開示とし

た。 

文書４８８ ４枚目及び６枚目

のそれぞれ一部 

有識者への諸謝金に関する情報又

は有識者の携帯電話番号若しく

は、公にされておらず、公にする

ことが予定されていない職員の氏

名が記載されている。これらは、

各有識者等に係る個人に関する情

報であって、特定の個人を識別す

ることができるものであり、これ

らを公にした場合、個人の権利利

益を害するおそれがある。なお、

個々の有識者への支払金額は公に

していないことから、これらの情

報は法５条１号イの「法令の規定

により又は慣行として公にされ、

又は公にすることが予定されてい

る情報」に該当せず、また同号ロ

及びハにも該当しない。以上のこ

とから、法５条１号に定める不開

示情報に該当するため、不開示と

した。 

文書５１５ ３枚目、４枚目及

び７枚目のそれぞ

れの一部 

文書５０２ ４枚目、６枚目、

７枚目及び８枚目

のそれぞれ一部 

有識者への諸謝金に関する情報又

は有識者の随行者氏名及び携帯電

話番号若しくは公にされておら

ず、公にすることが予定されてい

ない職員の氏名が記載されてい

る。これらは、各有識者等に係る

個人に関する情報であって、特定

の個人を識別することができるも

のであり、これらを公にした場

合、個人の権利利益を害するおそ

れがある。なお、個々の有識者へ

の支払金額は公にしていないこと

から、これらの情報は法５条１号

イの「法令の規定により又は慣行
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として公にされ、又は公にするこ

とが予定されている情報」に該当

せず、また同号ロ及びハにも該当

しない。以上のことから、法５条

１号に定める不開示情報に該当す

るため、不開示とした。 

文書５２６ ４枚目及び７枚目

のそれぞれ一部 

有識者への諸謝金に関する情報又

は有識者の携帯電話番号及び車両

情報若しくは公にされておらず、

公にすることが予定されていない

職員の氏名が記載されている。こ

れらは、各有識者等に係る個人に

関する情報であって、特定の個人

を識別することができるものであ

り、これらを公にした場合、個人

の権利利益を害するおそれがあ

る。なお、個々の有識者への支払

金額は公にしていないことから、

これらの情報は法５条１号イの

「法令の規定により又は慣行とし

て公にされ、又は公にすることが

予定されている情報」に該当せ

ず、また同号ロ及びハにも該当し

ない。以上のことから、法５条１

号に定める不開示情報に該当する

ため、不開示とした。 

文書４５０ １枚目右下 有識者の随行者氏名が記載されて

いる。これは、随行者に係る個人

に関する情報であって、特定の個

人を識別することができるもので

あり、これらを公にした場合、個

人の権利利益を害するおそれがあ

る。なお、これらの情報は法５条

１号イの「法令の規定により又は

慣行として公にされ、又は公にす

ることが予定されている情報」に

該当せず、また同号ロ及びハにも
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該当しない。以上のことから、法

５条１号に定める不開示情報に該

当するため、不開示とした。 

文書５０３ ２枚目の一部 意見交換への参加を対外的に公に

しないことを前提で参加した参加

者の氏名が記載されている。これ

らは、当該参加者に係る個人に関

する情報であって、特定の個人を

識別することができるものであ

り、これを公にした場合、個人の

権利利益を害するおそれがある。

なお、この情報は法５条１号イの

「法令の規定により又は慣行とし

て公にされ、又は公にすることが

予定されている情報」に該当せ

ず、また同号ロ及びハにも該当し

ない。また、これらは、国の機関

の内部における審議、検討及び協

議に関する情報であり、これらを

公にした場合、政府が行う今後の

安全保障政策等の検討における率

直な意見の交換に支障を来すおそ

れ及び不当に国民の間に混乱を生

じさせるおそれがある。以上のこ

とから、法５条１号及び５号に定

める不開示情報に該当するため、

不開示とした。 

文書５０４ １枚目の下部 

文書５０６ １枚目及び２枚目

のそれぞれ一部 

１１ 文書５１９ １枚目の一部 出席を予定していた有識者の氏名

及び欠席理由が記載されている。

これらは、有識者に係る個人に関

する情報であって、特定の個人を

識別することができるものであ

り、これらを公にした場合、個人

の権利利益を害するおそれがあ

る。以上のことから、法５条１号

に定める不開示情報に該当するた

め、不開示とした。 
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１２ 文書５６０ １枚目の一部 特定の政党事務所の担当者名が記

載されている。これらは個人に関

する情報であって、特定の個人を

識別できるものであり、これらを

公にした場合、個人の権利利益を

害するおそれがある。以上のこと

から、法５条１号に定める不開示

情報に該当するため、不開示とし

た。 

文書５６５ 

文書５６７ 

文書５８４ 

文書５９０ 

文書６０２ 

文書６０７ 

文書６１２ 

文書６１８ 

文書６２４ 

文書６２６ 

文書６２８ 

文書６３４ 

文書６３９ 

文書６４３ 

文書６６３ 

文書６６８ 

文書６８１ 

文書６８５ 

１３ 文書５６０ １枚目の一部 特定の政党の事務所の電話番号、

ＦＡＸ番号及びメールアドレスが

記載されている。これらは、法人

に関する情報であり、これらを公

にした場合、当該法人の正当な利

益を害するおそれがある。以上の

ことから、法５条２号イに該当す

るため、不開示とした。 

文書５６５ 

文書５６７ 

文書５８４ 

文書５９０ 

文書６０２ 

文書６０７ 

文書６１２ 

文書６１８ 

文書６２４ 

文書６２６ 

文書６２８ 

文書６３４ 

文書６３９ 

文書６４３ 

文書６４９ 

文書６５１ 

文書６５３ １枚目及び２枚目
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のそれぞれ一部 

文書６５５ １枚目の一部 

文書６５７ 

文書６５９ 

文書６６３ 

文書６６５ 

文書６６８ 

文書６７１ 

文書６７６ 

文書６８１ 

文書６８５ 

１４ 文書７２９ １枚目の上部 内閣情報調査室の課長相当職未満

の担当者の氏名、電話番号、ＦＡ

Ｘ番号及びメールアドレスが記載

されている。これらは、国の機関

が行う事務に関する情報であり、

これらを公にした場合、同室が行

う情報収集活動に対して他国機関

等から対抗・妨害措置を講じられ

るなど、同室が行う事務の適正な

遂行に支障を及ぼすおそれがあ

り、ひいては我が国の安全が害さ

れるおそれがある。以上のことか

ら、法５条３号及び６号に定める

不開示情報に該当するため、不開

示とした。 

文書７５１ 

１５ 文書７３９ １枚目及び２枚目

のそれぞれ一部 

慣行として公にされていない警察

職員の氏名が記載されている。こ

れらは、特定の個人を識別するこ

とができる情報であるとともに、

公にすることにより、当該職員に

危害が加えられるおそれがあるな

ど、公共の安全と秩序の維持に支

障を及ぼすおそれがある。以上の

ことから、法５条１号及び４号に

定める不開示情報に該当するため

不開示とした。 
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１６ 文書６０４ ２枚目及び５枚目

ないし１０枚目の

それぞれ一部 

本文書は、政府部内での検討中の

国家安全保障戦略に関する資料で

あり、不開示とした部分には同戦

略に関する行政機関相互間及び行

政機関内部での検討状況を含む未

成熟な意思形成過程情報が記載さ

れている。これらを公にした場

合、我が国の安全保障上の関心事

項が推察されることとなるため、

国の安全が害されるおそれがあ

る。また、これらを公にすること

で、今後の行政機関相互間及び行

政機関内部での検討及び協議等に

おける率直な意見交換又は意思決

定の中立性が不当に損なわれるお

それがあるとともに、国が行う事

務に支障を及ぼすおそれがある。

以上のことから、法５条３号、５

号及び６号の不開示情報に該当す

るため、不開示とした。 

文書６０５ １枚目及び２枚目

のそれぞれ一部 

本文書は、政府部内での検討中の

国家安全保障戦略等に関する資料

であり、不開示とした部分には同

戦略等に関する行政機関相互間及

び行政機関内部での検討状況を含

む未成熟な意思形成過程情報が記

載されている。これらを公にした

場合、我が国の安全保障上の関心

事項が推察されることとなるた

め、国の安全が害されるおそれ、

他国若しくは国際機関との信頼関

係が損なわれるおそれ、又は交渉

上不利益をこうむるおそれがあ

る。また、これらを公にすること

で、今後の行政機関相互間及び行

政機関内部での検討及び協議等に

おける率直な意見交換又は意思決

文書６０６ １枚目の一部 

文書６１０ １枚目ないし１４

枚目の一部 

文書６１６ １枚目ないし１６

枚目の一部 

文書６１７ １枚目及び２枚目

のそれぞれ一部 

文書６２０ １枚目ないし１６

枚目の一部 

文書６２１ １枚目ないし４枚

目の一部 

文書６２２ １枚目の一部 

文書６２３ 

文書６２５ １枚目ないし２１

枚目の一部 文書６２７ 
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文書６３３ １枚目の一部 定の中立性が不当に損なわれるお

それがあるとともに、国が行う事

務に支障を及ぼすおそれがある。

以上のことから、法５条３号、５

号及び６号の不開示情報に該当す

るため、不開示とした。 

文書６３８ 

文書６１９ １枚目ないし１１

枚目の一部 

本文書は、政府部内での検討中の

国家安全保障戦略に関する資料で

あり、不開示とした部分には同戦

略に関する行政機関相互間及び行

政機関内部での検討状況を含む未

成熟な意思形成過程情報が記載さ

れている。これらを公にした場

合、我が国の安全保障上の関心事

項が推察されることとなるため、

国の安全が害されるおそれ、他国

若しくは国際機関との信頼関係が

損なわれるおそれ、又は交渉上不

利益をこうむるおそれがある。ま

た、これらを公にすることで、今

後の行政機関相互間及び行政機関

内部での検討及び協議等における

率直な意見交換又は意思決定の中

立性が不当に損なわれるおそれが

あるとともに、国が行う事務に支

障を及ぼすおそれがある。以上の

ことから、法５条３号、５号及び

６号の不開示情報に該当するた

め、不開示とした。 

文書６２９ １枚目の一部 

文書６７２ 

文書６７７ 

１７ 文書７２９ １枚目の下部 国家安全保障戦略の案文に対して

の行政機関相互間及び行政機関内

部での検討状況を含む未成熟な意

思形成過程情報が記載されてい

る。これらを公にすることにより

我が国の安全保障上の関心事項が

推察されることとなるため、国の

安全が害されるおそれ、他国若し

文書７３０ 

文書７３１ １枚目ないし３枚

目のそれぞれ下部 

文書７３２ １枚目の下部 

文書７３３ 

文書７３４ 

文書７５１ 
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文書７５２ くは国際機関との信頼関係が損な

われるおそれ、又は交渉上不利益

をこうむるおそれがある。また、

これらを公にすることで、今後の

行政機関相互間及び行政機関内部

での検討及び協議等における率直

な意見交換又は意思決定の中立性

が不当に損なわれるおそれがある

とともに、国が行う事務に支障を

及ぼすおそれがある。以上のこと

から、法５条３号、５号及び６号

の不開示情報に該当するため、不

開示とした。 

文書７５３ １枚目ないし３枚

目のそれぞれ下部 

文書７５４ １枚目の下部 

文書７５５ １枚目の下部及び

２枚目の一部 

文書７５６ １枚目の下部 

文書７５７ 

文書６３０ １枚目ないし１１

枚目の一部 

本文書は、政府部内での検討中の

国家安全保障戦略に関する資料で

あり、不開示とした部分には同戦

略の骨子についての行政機関相互

間及び行政機関内部での検討状況

を含む未成熟な意思形成過程情報

が記載されている。これらを公に

した場合、我が国の安全保障上の

関心事項が推察されることとなる

ため、国の安全が害されるおそ

れ、他国若しくは国際機関との信

頼関係が損なわれるおそれ、又は

交渉上不利益をこうむるおそれが

ある。また、これらを公にするこ

とで、今後の行政機関相互間及び

行政機関内部での検討及び協議等

における率直な意見交換又は意思

決定の中立性が不当に損なわれる

おそれがあるとともに、国が行う

事務に支障を及ぼすおそれがあ

る。以上のことから、法５条３

号、５号及び６号の不開示情報に

該当するため、不開示とした。 

文書６３６ 

文書６７３ １枚目ないし１１

枚目のそれぞれ一

部 
文書６７８ 

文書６４０ １枚目ないし３０ 本文書は、政府部内での検討中の
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文書６４４ 枚目の一部 国家安全保障戦略に関する資料で

あり、不開示とした部分には同戦

略の案文についての行政機関相互

間及び行政機関内部での検討状況

を含む未成熟な意思形成過程情報

が記載されている。これらを公に

した場合、我が国の安全保障上の

関心事項が推察されることとなる

ため、国の安全が害されるおそ

れ、他国若しくは国際機関との信

頼関係が損なわれるおそれ、又は

交渉上不利益をこうむるおそれが

ある。また、これらを公にするこ

とで、今後の行政機関相互間及び

行政機関内部での検討及び協議等

における率直な意見交換又は意思

決定の中立性が不当に損なわれる

おそれがあるとともに、国が行う

事務に支障を及ぼすおそれがあ

る。以上のことから、法５条３

号、５号及び６号の不開示情報に

該当するため、不開示とした。 

文書６４８ ２枚目ないし３２

枚目の一部 

文書６８２ １枚目ないし３０

枚目までのそれぞ

れ一部 

文書７２８ １枚目ないし３１

枚目の一部 

文書６３１ １枚目ないし１６

枚目の一部 

本文書は、政府部内での検討中の

国家防衛戦略に関する資料であ

り、不開示とした部分には同戦略

の骨子についての行政機関相互間

及び行政機関内部での検討状況を

含む未成熟な意思形成過程情報が

記載されている。これらを公にし

た場合、我が国の安全保障上の関

心事項が推察されることとなるた

め、国の安全が害されるおそれ、

他国若しくは国際機関との信頼関

係が損なわれるおそれ、又は交渉

上不利益をこうむるおそれがあ

る。また、これらを公にすること

で、今後の行政機関相互間及び行

文書６３５ 

文書６７４ １枚目ないし１６

枚目のそれぞれ一

部 
文書６７９ 
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政機関内部での検討及び協議等に

おける率直な意見交換又は意思決

定の中立性が不当に損なわれるお

それがあるとともに、国が行う事

務に支障を及ぼすおそれがある。

以上のことから、法５条３号、５

号及び６号の不開示情報に該当す

るため、不開示とした。 

文書６４１ １枚目ないし３２

枚目の一部 

本文書は、政府部内での検討中の

国家防衛戦略に関する資料であ

り、不開示とした部分には同戦略

の案文についての行政機関相互間

及び行政機関内部での検討状況を

含む未成熟な意思形成過程情報が

記載されている。これらを公にし

た場合、我が国の安全保障上の関

心事項が推察されることとなるた

め、国の安全が害されるおそれ、

他国若しくは国際機関との信頼関

係が損なわれるおそれ、又は交渉

上不利益をこうむるおそれがあ

る。また、これらを公にすること

で、今後の行政機関相互間及び行

政機関内部での検討及び協議等に

おける率直な意見交換又は意思決

定の中立性が不当に損なわれるお

それがあるとともに、国が行う事

務に支障を及ぼすおそれがある。

以上のことから、法５条３号、５

号及び６号の不開示情報に該当す

るため、不開示とした。 

文書６４５ １枚目ないし４３

枚目の一部 

文書６８３ １枚目ないし３２

枚目までの一部 

文書６３２ １枚目ないし１６

枚目の一部 

本文書は、政府部内での検討中の

防衛力整備計画に関する資料であ

り、不開示とした部分には同計画

の骨子についての行政機関相互間

及び行政機関内部での検討状況を

含む未成熟な意思形成過程情報が

文書６３７ 

文書６７５ １枚目ないし１６

枚目のそれぞれ一

部 
文書６８０ 



 91 

記載されている。これらを公にし

た場合、我が国の安全保障上の関

心事項が推察されることとなるた

め、国の安全が害されるおそれ、

他国若しくは国際機関との信頼関

係が損なわれるおそれ、又は交渉

上不利益をこうむるおそれがあ

る。また、これらを公にすること

で、今後の行政機関相互間及び行

政機関内部での検討及び協議等に

おける率直な意見交換又は意思決

定の中立性が不当に損なわれるお

それがあるとともに、国が行う事

務に支障を及ぼすおそれがある。

以上のことから、法５条３号、５

号及び６号の不開示情報に該当す

るため、不開示とした。 

文書６４２ １枚目ないし４７

枚目の一部 

本文書は、政府部内での検討中の

防衛力整備計画に関する資料であ

り、不開示とした部分には同計画

の案文についての行政機関相互間

及び行政機関内部での検討状況を

含む未成熟な意思形成過程情報が

記載されている。これらを公にし

た場合、我が国の安全保障上の関

心事項が推察されることとなるた

め、国の安全が害されるおそれ、

他国若しくは国際機関との信頼関

係が損なわれるおそれ、又は交渉

上不利益をこうむるおそれがあ

る。また、これらを公にすること

で、今後の行政機関相互間及び行

政機関内部での検討及び協議等に

おける率直な意見交換又は意思決

定の中立性が不当に損なわれるお

それがあるとともに、国が行う事

務に支障を及ぼすおそれがある。

文書６４６ 

文書６８４ １枚目ないし３８

枚目までのそれぞ

れ一部 
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以上のことから、法５条３号、５

号及び６号の不開示情報に該当す

るため、不開示とした。 

１８ 文書６１５ ２枚目ないし８枚

目の一部 

防衛省・自衛隊における防衛力整

備に関する情報であり、これを公

にすることにより、防衛省・自衛

隊の防衛構想等が推察され、我が

国の安全が害されるおそれ、他国

若しくは国際機関との信頼関係が

損なわれるおそれ又は他国若しく

は国際機関との交渉上不利益を被

るおそれがあるとともに、国の機

関の内部又は相互間における審

議、検討又は協議に関する情報で

あり、これを公にすることによ

り、率直な意見の交換若しくは意

思決定の中立性が不当に損なわれ

るおそれ、不当に国民の間に混乱

を生じさせるおそれがある。以上

のことから、法５条３号及び５号

に該当するため不開示とする。 

１９ 文書７８１ 全部 公にすることを前提としない文書

であり、具体的な検討の経緯、協

議の内容、それらの内容の推認を

可能とする情報が記載されてい

る。これらを公にした場合、我が

国の安全保障上の関心事項、情報

収集能力等が推察されることとな

り、敵対する勢力等からの妨害や

対抗措置を容易ならしめ、国の安

全が害されるおそれ、他国又は国

際機関との信頼関係が損なわれる

おそれ及び他国又は国際機関との

交渉上不利益を被るおそれがあ

る。また、国の機関の内部におけ

る審議、検討及び協議に関する情

報であって、公にすることによ

文書７８２ 

文書７８３ 

文書７８４ 

文書７８５ 
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り、率直な意見の交換又は意思決

定の中立性が不当に損なわれるお

それ及び不当に国民の間に混乱を

生じさせるおそれがある。以上の

ことから、当該文書は、法５条３

号及び５号に定める不開示情報に

該当するため、不開示とした。 

２０ 文書７８６ 全部 国家安全保障会議において席上回

収とした、公にすることを前提と

しない文書であり、具体的な検討

の経緯、協議の内容、それらの内

容の推認を可能とする情報が記載

されている。これらを公にした場

合、我が国の安全保障上の関心事

項、情報収集能力等が推察される

こととなり、敵対する勢力等から

の妨害や対抗措置を容易ならし

め、国の安全が害されるおそれ、

他国又は国際機関との信頼関係が

損なわれるおそれ及び他国又は国

際機関との交渉上不利益を被るお

それがある。また、国の機関の内

部における審議、検討及び協議に

関する情報であって、公にするこ

とにより、率直な意見の交換又は

意思決定の中立性が不当に損なわ

れるおそれ、不当に国民の間に混

乱を生じさせるおそれがある。以

上のことから、当該文書は、法５

条３号及び５号に定める不開示情

報に該当するため、不開示とし

た。 

文書７８７ 

文書７８８ 

文書７８９ 

文書７９０ 

文書７９１ 

文書７９２ 

文書７９３ 

文書７９４ 

文書７９５ 

文書７９６ 

文書７９７ 

２１ 文書７９８ 全部 幹事会において席上回収とした、

公にすることを前提としない文書

であり、具体的な検討の経緯、協

議の内容、それらの内容の推認を

可能とする情報が記載されてい
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る。これらを公にした場合、我が

国の安全保障上の関心事項、情報

収集能力等が推察されることとな

り、敵対する勢力等からの妨害や

対抗措置を容易ならしめ、国の安

全が害されるおそれ、他国又は国

際機関との信頼関係が損なわれる

おそれ及び他国又は国際機関との

交渉上不利益を被るおそれがあ

る。また、国の機関の内部におけ

る審議、検討及び協議に関する情

報であって、公にすることによ

り、率直な意見の交換又は意思決

定の中立性が不当に損なわれるお

それ、不当に国民の間に混乱を生

じさせるおそれがある。以上のこ

とから、当該文書は、法５条３号

及び５号に定める不開示情報に該

当するため、不開示とした。 

※当審査会事務局において整理した 
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別表２（開示すべき部分） 

番号 文書番号 開示すべき部分 

１ 文書３５２ １枚目ないし７枚目の各１行目 

文書３５６ ６枚目ないし１２枚目の各１行目 

文書４２８ １８枚目の４行目及び５行目 

２ 文書３７５ ５枚目の生年部分を除く全て 

文書４９５ ２枚目 

３ 文書５６０ １枚目の電話番号 

文書５６５ 

文書５６７ 

文書５８４ 

文書５９０ 

文書６０２ 

文書６０７ 

文書６１２ 

文書６１８ 

文書６２４ 

文書６２６ 

文書６２８ 

文書６３４ 

文書６３９ 

文書６４３ 

文書６６３ 

文書６６８ 

文書６８１ 

文書６８５ 

 

 


